
 

－191－ 

平成２８年９月１４日９月三次市議会定例会を開議した。 

１ 出席議員は次のとおりである（２４名） 

 

２ 欠席議員は次のとおりである 

   な  し 

３ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２４名） 

 

４ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

 

 

 

事 務 局 長  大 鎗 克 文        次    長  丸 亀   徹 

議 事 係 長  水 本 公 則        政務調査係長  明 賀 克 博 

政務調査主任  清 水 大 志 

市    長  増 田 和 俊        副  市  長  高 岡 雅 樹 

副  市  長  瀬 﨑 智 之        政 策 部 長  藤 井 啓 介 
総 務 部 長 
併選挙管理委員会  福 永 清 三        財 務 部 長  部 谷 義 登 
事 務 局 長 

地域振興部長  白 石 欣 也        市 民 部 長  森 本   純 

福祉保健部長  日 野 宗 昭        子育て・女性支援部長  瀧 奥   恵 

市 民 病 院 部                 産業環境部長         山 本 直 樹                花 本 英 蔵 
事 務 部 長                 併農業委員会事務局長 

建 設 部 長  上 岡 譲 二        水 道 局 長  坂 本 高 宏 

教  育  長  松 村 智 由        教 育 次 長  中 宗 久 之 

君 田 支 所 長  落 田 正 弘        布 野 支 所 長  沖 田 昌 子 

作 木 支 所 長  加 藤 良 二        吉 舎 支 所 長  木 屋 繁 広 

三良坂支所長  岡 本 一 彦        三 和 支 所 長  勝 山   修 

甲 奴 支 所 長  内 藤 かすみ        監査事務局長  落 合 裕 子 

１番 重 信 好 範    ２番 伊 藤 芳 則    ３番 弓 掛   元 

４番 藤 井 憲一郎    ５番 新 家 良 和    ６番 黒 木 靖 治 

７番 横 光 春 市    ８番 桑 田 典 章    ９番 山 村 惠美子 

10番 宍 戸   稔    11番 保 実   治    12番  岡 広小路 

13番 福 岡 誠 志    14番 小 田 伸 次    15番 岡 田 美津子 

16番 鈴 木 深由希    17番 澤 井 信 秀    18番 齊 木   亨 

19番 池 田   徹    20番 大 森 俊 和    21番 竹 原 孝 剛 

22番 杉 原 利 明    23番 助 木 達 夫    24番 亀 井 源 吉 
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５ 会議に付した事件は次のとおりである 

 

 

日程番号 議案番号 件                名 

第 １  

一 般 質 問 

 伊 藤 芳 則 

 鈴 木 深由希 

 横 光 春 市 

 杉 原 利 明 
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平成２８年９月三次市議会定例会議事日程（第４号） 

 

（平成28年９月14日） 

 

日程番号 議案番号 件                名 

第 １  

一 般 質 問 

 伊 藤 芳 則…………………………………………………………195 

 鈴 木 深由希…………………………………………………………204 

 横 光 春 市…………………………………………………………218 

 杉 原 利 明…………………………………………………………237 
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          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

            ――開議 午前１０時 ０分―― 

○議長（亀井源吉君） 皆さん、おはようございます。 

 傍聴者の皆様及び視聴者の皆様には、お越し、または御視聴いただき、まことにありがとう

ございます。 

 本日は一般質問の３日目を行います。 

 ただいまの出席議員数は24人であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名者として、竹原議員及び杉原議員を指名いたします。 

 なお、議場が暑いようでしたら、上着をおとりください。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 一般質問 

○議長（亀井源吉君） 日程第１、これより一般質問を行います。 

 順次質問を許します。 

 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） 皆さん、おはようございます。日本共産党の伊藤芳則です。ただいまより

一般質問をさせていただきます。 

 まず、７月の参議院選挙から２カ月が過ぎましたが、安倍政権は、選挙中は国民には語らず

アベノミクスでやり過ごし、選挙が終わった途端、暴走するというだまし討ちの政治を進めよ

うとしています。安保法制、戦争法の強行成立から１年、ＰＫＯでの駆けつけ警護など、新任

務の訓練開始を決定し、戦争法を本格的に進めています。12日に、今こそ実行のときだとゴー

サインを出してしまいました。また、社会保障では、選挙中は安心できる社会保障と言いなが

ら、75歳以上の医療費窓口負担を２割に引き上げ、介護保険の要介護１・２の保険外しと、大

改悪を打ち出しております。ベッドなど福祉用具を借りるのも自己負担にする計画です。国民

の負担は増すばかりです。福祉切り捨てが進もうとしております。さらにＴＰＰ（環太平洋連

携協定）は、秋の臨時国会で批准をめざして全力を尽くすと言っております。日本共産党は、

安倍政権のだまし討ちの暴走にストップをかけるため、全力を尽くしたいと思います。と、前

置きをいたしまして、それでは一般質問に入らせていただきます。 

 私は、６月の定例会に続き、水道事業について質問をいたします。私の地元のことばかり言

うようなんですが、河内地区での水道普及率が今進んでおりますが、平成27年度末で109戸の

可能地域で接続が15件であったと前回答弁をいただいております。その後50戸が可能になった

と答えていただいておりますが、その後どこまで進んだのかお聞きいたします。 

 また、戸別に訪問し、促進するとも言われましたが、どの程度促進させてきたのかお聞きし

ます。 
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 それと、全体の布設工事の進捗状況をお聞きしたいと思います。 

 （水道局長 坂本高宏君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 坂本水道局長。 

            〔水道局長 坂本高宏君 登壇〕 

○水道局長（坂本高宏君） 河内地区に特化した水道普及率は算出しておりませんけれども、接続

率については、現在接続可能件数109件、これは変わりませんけれども、それに対して申し込

み件数は16件ということで、率にして14.7％となっております。また、接続促進を目的とした

戸別訪問については、10月において取組を実施し、加入していただくよう促進に努めていきま

す。また、今年度は、工事着手時の説明会に加え、工事完了後に給水接続説明会を開催し、強

く加入促進に努めていきます。 

 また、全体のということの質問がありましたけれども、三次市内の、しかも上水道に関する

水道普及率については99％というような状況でございます。 

 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） 普及率が市内で99％ですか。普及率というのは、接続可能な地域に対して

の99％でよろしいんですか。ちょっとお聞きします。 

 （水道局長 坂本高宏君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 坂本水道局長。 

            〔水道局長 坂本高宏君 登壇〕 

○水道局長（坂本高宏君） 行政区域内の三次市の水道事業、これは今年３月31日現在ですけれど

も、３万6,763に対して給水区域内の接続可能な人口ということになりますので、３万6,380人

ということで、普及率は99％ということになっております。 

 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） 接続可能ではなくて、全世帯か全人口に対しての普及率というのか、接続

率というのか、そこらは人口に対して、戸数に対してどうなのかということをお聞きしたいん

ですが。 

 （水道局長 坂本高宏君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 坂本水道局長。 

            〔水道局長 坂本高宏君 登壇〕 

○水道局長（坂本高宏君） 水道の場合は給水人口、人口で普及率というのを申しますけれども、

河内地区に特化したところで人数把握というのはしておりませんので、そこについては現在工

事中ですし、接続可能な戸数で、そこについては接続率というのは独自にうちの方が調べて現

在109件と、現在工事完了しているのが109件というような把握をしております。 
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 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） どうも意見が食い違っておるようでございまして、例えば、三次全体で水

道を引こうにも配管布設がされていない地域の人口というのはわかりますか。 

 （水道局長 坂本高宏君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 坂本水道局長。 

            〔水道局長 坂本高宏君 登壇〕 

○水道局長（坂本高宏君） 行政区域内人口が、現在把握しているのが３万6,763人に対して、給

水可能な区域内人口が３万6,380人、差し引き383人が、一応は水道が行っていないという人口

と想定しております。 

 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） じゃあ給水できない方は三百数件でよろしいんですか。私は水道事業のい

ろんなのを見ると、普及率66.7％、平成27年３月31日現在という資料があるんですが。 

 それから、水道普及率、平成19年度84.8％という、これは事業計画の概要とフォローアップ

というのをインターネットで見ておりましたらそういう数字も出てまいります。いろんな形で、

計算の仕方で高いところを使ったり低いところを使ったりして普及しておるようにも見えるん

ですが、実際問題、水道が来ていない地域、例えば河内地区の私の住んでおるところから北へ

向かっての地域、穴笠地区も含めて、それから聞いとるのが上田地区とかそういうところ、戸

数にすればわずかではありますが、その地域に対しては全く水道を布設してもらえるという計

画がございません。やはりそこのところの強化を、ぜひとも計画をお願いしたいとは思うわけ

でございますが、ちょっと元へ戻りますが、接続率が河内地区で言われれば、昨年からいえば

１件しか増えていないというような状況のようでございます。接続が進まないのはどこにある

のかということを私なりに検討してみましたが、やはり接続するための工事費がかかり過ぎる、

大きくかかってくるということで、ちゅうちょされる方がたくさんおられるのではないかと思

うんですが、そこら辺の対策、前回６月定例会でも言いましたが、補助金はないかということ

ですが、なかなかそういうこともできておらんということでは一向に水道がつながらないと思

うわけでございます。 

 そういうことで、水道計画のない地域につきまして見ますと、私の住んでおるところでござ

いますが、二十数年前アンケートをとられて、公共水道は要らないと回答した地域だというこ

とで計画がないと聞いております。二十数年ですから、その後代も変わってまいりました。そ

の当時は、私の父が対応したんだろうと思います。田舎の一軒家の人たちというのは、水にお

金を払う感覚が余りありません。自然に出てくるものでした。水が出るところに家を建て生活

してまいりました。私の家も24年前までは山から水が出るので、その水で賄ってまいりました。
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今は道路拡幅のため工事が行われたため、井戸にかわっておりますが、ところがフッ素が大変

多うございます。かろうじて飲料できるという状態です。これもいつ枯れるのか心配をしなが

ら使っておる状態です。それから、1972年（昭和47年）７月、豪雨が三次でありました。その

災害のときは、山からの湧き水が濁って大変苦労したのを覚えております。さらに、長期間停

電で電気が来なかったのも記憶にございます。井戸の方は当時大変であったと思います。 

 このような状況の中で、私たち水道のない地域の皆さんは生活をしておられます。ぜひとも

計画のない地域に安全で良質な水を安定的に供給し、渇水時、災害時の飲料水の確保のために

水道計画を立て、早急に水道施設を設置していただくことを要望いたします。このことは、河

内の地元だけではございません。市内全体の水道の来ていない地域に対してでございます。ぜ

ひとも計画をまず立てる。そこから順次、水道施設を地元と話をしながら進めていくというこ

とをぜひとも計画していただきたいと思いますが、市のお考えはどうでしょうか。お聞かせく

ださい。 

 （水道局長 坂本高宏君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 坂本水道局長。 

            〔水道局長 坂本高宏君 登壇〕 

○水道局長（坂本高宏君） 給水区域のことをお尋ねだというように考えますので、一般的に水道

事業が定める給水区域、これは１つに水源の能力がある、２つ目に家屋の連檐状況、続いてい

るということですね。水源から連担しているということ。３つ目に水道事業へのニーズ、そし

て４つ目に地形的な制約等、これは水源からの高低差とか遠隔地とかを考慮して決定します。

三次市の給水区域もそうして決定されたわけで、水道使用者の皆様の料金で賄う必要から、全

市民に水道事業を展開できないという状況です。しかしながら、生活用水は欠かせない大切な

ものとして、給水区域外の地域については、三次市独自の飲料水施設補助制度、いわゆるボー

リング補助制度などを設け、生活用水の確保をできるように現在支援しているところでござい

ます。 

 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） 支援のほうはわかるんですが、新規にこれ以上水道を布設するという計画

はないということですか。 

 （水道局長 坂本高宏君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 坂本水道局長。 

            〔水道局長 坂本高宏君 登壇〕 

○水道局長（坂本高宏君） 現在のところ、そういうふうに拡張するという計画は持ち合わせてい

ません。 

 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 



 

－199－ 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） 計画がないということでございますが、三次市の地域水道ビジョン、平成

20年度から平成29年度という、先ほどのこれでございますが、見ましたら、これまで普及率の

向上をめざして未給水地域の解消に努め、給水区域の拡張を行ってきました。その結果、給水

普及率は平成19年度末で84.8％となっています。これは19年です。今後も未給水地域の解消を

めざし、給水区域の拡張を図るとともに、経年管路の更新を行っていくと。平成20年度から平

成29年度までの約110億円の建設事業になります。平成29年度時点の給水普及率は99.6％まで

向上するものと見込まれますということが書いてございます。 

 先ほどの給水率というのが、普及率というのが全世帯に対して99.6％まで今いっておると言

われたんですが、実際問題そうなのでしょうか。疑問を抱かざるを得ません。別な資料を見ま

すと、先ほども出しましたが、本市の水道普及率、平成25年度86.7％であり、県平均94.2％を

下回っている。特に各地域の地形的な差異により地域格差が生じていると。水源の安定、取水

確保が重要な課題であり、引き続き安定的な確保に努めていく。将来的にも安心で安全な水道

水を安定して供給する水道をめざすため、次の４つの基本方針に基づき事業を進めてまいりま

すという項目がございます。ぜひとも、この項目を生かして、安定給水の確保をめざすために、

今計画がない地域へ水道事業を計画していただきたいということを要望しておりますが、特に

穴笠地区というのは、西城川からいえば川の向こうになります。ところが、川の反対側、君田

村の森原地区、水道があります。目と鼻の先まで水道が普及してきておるわけですから、そう

いう目で見ると、同じ市内に住んでおる条件の中で、まさに格差が生じておると私は思います。

ぜひとも計画を立て、早急に水道施設を供給できる状況にしていただくことを望むものであり

ますが、いかがお考えでしょうか。 

 （水道局長 坂本高宏君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 坂本水道局長。 

            〔水道局長 坂本高宏君 登壇〕 

○水道局長（坂本高宏君） まず最初に数字の関係をおっしゃっていますけれども、ちょっと誤解

がある可能性があるので、私のほうから。私が最初に99％と申し上げましたのは、三次市の水

道事業、旧三次市の話でございます。八十何％とおっしゃいましたけれども、それは簡水地区、

市全域を含めると、現在でも水道が63.5％の普及率ですので、上水と簡水を合わせると、現在

でも87.5というパーセントになっております。それを、給水の未普及地域を解消しようという

水道ビジョンの考えですけれども、水道ビジョンでは、当然今計画給水区域には入りながらも

まだ給水できていない区域もあるということからいえば、まだ計画でありながらも未普及のと

ころをまずはやっていくという考え方が前提でございますので、そちらのほうに力を入れてい

くということになろうと思います。また、簡易水道事業の区域から水道が取れるんじゃないか

というような話がございますけれども、それについては、現在統合という計画を進めている段

階でございます。これから統合した簡水と上水を接続する部分が必要なのかどうかということ

も含めて、総合的に判断して検討していきたいというようには考えます。 
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 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） ぜひとも計画を早急に立てていただくということをお願いしたいと思いま

す。水道事業自体は水道の枠の中だけで考えるのでなく、これは考え方とすれば道路と同等で

ございますので、考えていただければ、道路をつけるのと同じように水道を各家庭まで引き込

むというのが市の仕事ではないかと思います。ぜひともそういうものを踏まえた上で、水道の

計画がある地域、まだない地域にも計画地域が終わるまで待つのではなくて、早急に計画を立

てていただいて、早急な準備も進めていただきたいということをお願いして、次の質問に移り

たいと思います。 

 水道料金についてでございますが、先日、中国新聞にも載りまして、私のところに怒りの声

が届きました。いきなり水道が50％も値上げされるのかということでございます。今の水道料

金でいきますと、水道使用料金検討委員会の審議経過報告書によると、統合後の水道料金につ

いては、簡易水道事業の料金体系を基準に統一し、新規接続時の分担金については現水道事業

の分担金を基本に統一するのが妥当であるということで見ますと、どちらも高いほうに合わせ

てしまうという状況になります。ただ、その後には、ただし激変緩和策を講じると書いてござ

います。まだまだ決まったわけじゃございませんが、簡易水道と上水道を統合せざるを得ない

状況はわかりますが、まず高いほうに合わせるのではなく、どっちかというと安いほうに合わ

せて、そこからの統一から出発すべきではないかと私は考えますが、お考えをお聞かせくださ

い。 

 （水道局長 坂本高宏君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 坂本水道局長。 

            〔水道局長 坂本高宏君 登壇〕 

○水道局長（坂本高宏君） 議員から、水道料金改定に際しては高いほうに合わせるのではなくと

いう御意見ですけれども、基本的に検討委員会のほうで審議される中身については、適切な料

金というようなことをめざすべきということで、高いほうを選ぶとかいうような意味合いでは

ありません。また、施設分担金、加入金等についていえば、簡易水道については一律と、今ま

での料金だったのを、水道事業でいえば、旧三次市の水道事業でいえば口径によって値段が違

う。口径13ミリなんかを見ていただくと、実は簡易水道よりも安いというような状況で、それ

は便益によって、口径の差があって料金の差があって当然じゃないかという考え方に従うとい

うことでございますので、単純に高いほうに合わせたという考え方ではございません。 

 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） 今の答弁ですと、じゃあ高いほうに合わせたわけではないけれども、その

値段でいきたいということですか。緩和措置は対応してくれないんですか。 
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 （市長 増田和俊君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 増田市長。 

            〔市長 増田和俊君 登壇〕 

○市長（増田和俊君） 水道料金の改正について激変緩和しないかという話でありますが、それは

きのうも申し上げておりますように、当然ながら21年間水道料金を上げてこなかったという事

実、実態の中で、一気に水道料金を上げるということについては、やはり私自身は激変緩和で

臨むべきであろうという気持ちは持っておることはきのうも申し上げたとおりであります。ま

だ、検討委員会のほうで審議をしていただいて、また先日、新聞等で報道されたところでござ

います。その中で、50％ぐらい一気に上げるんじゃないかということでの御質問であろうと思

っておりますが、先ほど申し上げましたように、激変緩和はやるべきであるというのはきのう

も答弁したとおりでありますし、まだ私のほうへ答申書という形では出ておりませんので、そ

こらも、市民の皆さんに一気に負担をかけるようなことのない形は、私自身はとるべきであろ

うということで考えておるところでございます。 

 それと、先ほど計画区域外の対応ということでございます。水道区域、給水区域の計画につ

いては、まだ施行していないところがございますので、そこをやはり、最終整理をいかにする

かということが当面大きな課題にもなっておると思いますし、また今おっしゃっていただいた

ように、いろいろな地域で積算していく中で、200年なり300年しないとツッペにならないとい

いますか、コストと収入との関係が合致しない状況、そうした全ての地域へやっていく、200

年であろうが300年であろうが500年だろうが、もう道路と同じようにやっていくということに

相なっていきますと、当然ながら先ほど言いました水道料金との関係をどうするかというとこ

ろにも、将来大きな課題になってきておるわけでございまして、私はここで明快にやらないと

は言いませんが、やはりそのための補助制度として給水、ボーリング補助等々、年々充実をさ

せてきておりますから、それとの組み合わせの中で、安心安全な水を確保してもらう、そのた

めの行政としての支援というのも１つは大事であろうと、私は思っておるところであります。

一部の自治体、旧自治体の中では、簡水エリアは限定されておりますが、それ以外については

ボーリングでの展開をやっておるということで、今日まで来ております。質問が済んだ後でご

ざいますので、あえて私が申し上げるのはどうかと思いますが、将来にわたって全くしないと

は言いませんが、ここは議会の中でも十分論議をしていただきたいと思います。何百年たとう

が、それだけコストが要ろうが、水道料金が当然上がってこようが、全部やるべきものはやっ

ていけということになるかどうかというのは、本当に十分協議をしていきたいものだと思って

おるところでございます。料金については、重ねてですが、まだ出ておりませんが、出た、そ

のとおりが出たということの中では激変緩和はやるべきだと思っております。 

 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） 市長から答弁いただくとは思いませんでしたが、ぜひとも計画を、同じ条
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件下に住んでおるような地域で、例えば本当の一軒家とかいうことになれば本当に大変だ、井

戸のいい水が出るまで掘り下げたほうが私は効率的であると思うわけですが、一定の集落がま

とまっている地域について私は言っていることでありまして、そういう地域には早急に計画を

立てていただきたいということと、先ほども言いましたが、料金のことですが、もともと基準

が違うものを一緒にするわけですから、高いほうは下がるかもしれん、安いほうは上がるかも

しれんだろうと私は予測はするんでございますが、先ほど言いました河内地区、やっと水道を

引いた。いきなり上がるんかという意見も寄せられております。せっかく引いたのにもう上が

るんかということがありますので、ぜひとも１年ぐらいは今の状態で、全体の会計は一本化と

しても、様子を見ていただいて、足らん分は一般財源で補塡しながらでも、水道料金をできる

だけ上げないでほしいということを私は要望いたしまして、次の質問に入ります。 

 次の質問ですが、農業について質問をいたします。安倍内閣がＴＰＰ（環太平洋連携協定）

を秋の臨時国会で批准をめざそうとしております。外国産米を受け入れることになれば、まさ

に日本の農業は大打撃を受け、日本の農業を続けることができなくなる、もうやめてしまうと

いう状態になってくるのではないかと、私は大変懸念しております。 

 今年の米価はコシヒカリで5,800円、昨年からいえば500円プラスでございますが、稲作農家

が他産業並みの労賃を確保しようとした場合、60キロ大体１万6,000円ぐらいが必要であると

いう状況でございますから、それから見るとかなり安い状況で、生活するのも困難になってく

るという状況が発生しております。生産者米価が暴落する中で、交付金も削減され、戸別所得

補償制度１万5,000円は半減し、2018年から米の生産調整制度をやめると、交付金は廃止され

ます。まさに米農家は大変になるばかりでございます。労賃も出ないばかりか、肥料や農薬な

どの支払いに影響し、農機具の買いかえもできない、農機具が壊れたら農業をやめる方が確か

に何軒かいらっしゃいます。もうできんわということでやめられる方がおられます。 

 三次市の農業振興プランでございますが、３ヘクタール未満の農家の方が95％を占めておら

れます。これは、兼業農家や家族農業がほとんどで、恐らく米農家の方が圧倒的多数ではない

かと思います。このまま続けることができるのかと。先ほど言いました農機具が壊れたら農業

をやめる、給料をつぎ込んで農機具を購入するしかないという状況でございます。 

 実は私もその一人でございます。農業をするために農機具を集めるのが趣味になった状態で

農業を続けて、田んぼを維持管理しております。しかし、私は直接消費者と直結して米を売っ

ておりますので、それなりの売り上げはあるんですが、私も７反ぐらいしかつくっておりませ

んので、金額にすれば100万ぐらいなものです、売り上げが。 

 農業振興プランを見ますと、100万円未満の経営体の方が82％を占めておると。高齢であり

兼業農家であり、そういう人たちが圧倒的多数の中で、三次市の農業は支えられてきておると

いう状況をまず見ていただきたいと思います。認定農業者や集落法人も確かに重要ではあると

は思いますが、32年度の目標を見ましても、集積率41％、目標を達成して41％、あと６割近く

の人が、まだそういう農家の方が圧倒的でございます。そういう中で、土地を守り、地域を守

って続けておられる。圧倒的多くの現状ではないかと思います。認定農業者や集落法人に移行
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するためにも、整備するのにも十分面積がなかったり、集積がなかなか進まないという状況も

あると思います。そういう中で、三次市の農業を守るために、米価下落による買い取り価格の

補償制度を新設することができないかということを提案するものです。 

 戸別所得補償ができたときに、やめようと思った人が、もうちょっと頑張ってみようという

状況が確かに生まれております。ぜひともそういう制度を設けていただければ、集落法人にし

ても認定農業者にしても、後継者を育成していく上でも、例えば家族農業であるならば、息子

が手伝いに来て、ちょっとは金になるな、もうちょっと農業をやってみようということができ

るんではないかと。その一人が私でございます。私も農業をしないということで帰ってきてお

ったんですが、田んぼを見るに見かねて農業を始めました。始めると、農業というのは楽しい

んです。米を直接持っていって、食べていただいておいしいと言われれば、本当につくりがい

がある、やりがいがある仕事だと私は思っております。ぜひとも、そういうところに光を当て

るという意味も含めて、米価下落により買い取る、三次市としての補償制度を新設してはどう

かと提案しますが、いかがでしょうか。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 確かに議員おっしゃいますように、本市の農地の集積状況は、耕

地面積約6,000ヘクタールありますけれども、その約３割の1,900ヘクタールとなっておりまし

て、そのうち集落法人が約1,100ヘクタールを集積しております。法人の農地集積面積は県内

一でございまして、農業生産や農地の健全な維持に大きな役割を果たしております。また、一

方で議員御指摘のように、農地の集積が進まない地域もございます。大半を占めていると言い

ますか、多くの面積を持っております。こうした地域の農業を今後どのように維持していくの

か、大きな課題でもございます。まずは地域の皆さんで将来どうするのか、その地域が農業を

どうするのかということを話し合っていただくことが必要ではないかと思います。そうした話

し合いの場へ、市も一緒になって参加し、持続可能な方策を考えていきたいと思います。 

 また、米価の下落ということでございますけれども、米価の下落により農業収入が減少した

ことによる農業経営の影響を緩和するための国の保険的な制度といたしまして、米・畑作物の

収入減少の影響緩和対策、いわゆるナラシ対策、これは平成27年度から担い手を対象とした制

度になっております。こうして新たな政策のもとで、現在国におきましては米を始め、全品目

を対象に価格下落や災害による数量減少への対応を含め、農家の収入の減少を補塡する収入保

険制度を検討されており、国の責務において農業の経営の安定のためのセーフティーネットの

導入を図るべきものと考えております。 

 市といたしましては、農産物などの地域作付や規模拡大などに対する支援を重点的に行うこ

ととしており、米の価格や下落に対する補塡あるいは補助、そういった支援などは今は考えて

おりません。 

 （２番 伊藤芳則君、挙手して発言を求める） 
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○議長（亀井源吉君） 伊藤議員。 

            〔２番 伊藤芳則君 登壇〕 

○２番（伊藤芳則君） 市としては考えておられないということでございます。ぜひとも、これは

考えていただいて、三次市、日本一の市にするということがあるならば、そういうことも含め

て検討していただければと思います。いろいろ私は水道の問題、農業の問題を言いましたけれ

ども、実はこの問題は地域の過疎対策事業とも絡んでくる問題だと思います。私の地域を例に

挙げますけれども、先月、河内地区の地域懇談会というのがまちづくり連合会のほうで行われ、

私は全部の会場に出させていただきました。いろいろな問題があります。水道の問題も確かに

あります。農業をどうするのか、あと５年先、10年先どうするのかといったときに、もうやっ

ていけないという人たち、若い人が仮にでも帰ってくれば、少しでも農業をやっていこうとい

う状況が生まれてくるのではないかと私は思っております。ぜひとも格差のない状況をつくっ

て、農業をやっていける三次市でなければならないと私は思っております。ぜひとも、今言っ

たことを検討していただきましてということで、お願いしたいと思います。 

 それから、もう一度言うようになりますが、水道料金は負担にならないように検討していた

だくということでお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いします。 

 若干残りましたが、私の質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（亀井源吉君） 順次質問を許します。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 真正会の鈴木深由希です。お許しをいただきましたので、通告に従い

まして一般質問をさせていただきます。 

 大きな項目１、高齢者福祉についてと、２、障害者支援体制について、２点質問いたします。 

 まず１項目め、高齢者福祉についてお伺いいたします。昨日までに２人の同僚議員が高齢者

福祉に関する質問をされ、介護職員不足、処遇改善を答弁していただいておりますので、小項

目２から始めさせていただきます。 

 2013年度から介護の資格制度が新しくなりました。新制度では介護職員実務者研修課程がホ

ームヘルパー１級、介護職員基礎研修に相当します。介護の仕事につく場合、施設介護は無資

格者も法律上は可能でありますが、介護職員として仕事内容が同じでも資格の有無で当然賃金

が違い、介護職従事者の多くは自身のスキルアップのためにも資格をとりたいと思われていま

す。しかし、研修費、受験料が経済的に大きく負担になるため、資格取得を断念されることも

あると聞いています。社会福祉法人の立場では、人材育成の観点から、職員のスキルアップは

利用者へのサービスの質の向上に直結しますから、資格取得に行くことを奨励しておられます。

受講費用を補助することは難しく、ぎりぎりの職員数で事業を行っていることから、研修に出

て抜けることで業務に支障を来さないよう、シフトを調整するのが精いっぱいの現状であると

伺いました。 
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 今年度から、介護人材のスキルアップ、確保及び定着を図る目的で、庄原市が介護職員研修

受講費用の一部を補助する制度を設けられました。補助額は介護職員研修受講費用の２分の１

以内として、介護職員初任者研修は３万円、介護職員実務者研修は５万円を上限としてありま

す。本市においても同様の介護職員研修受講費用の補助制度の導入を提案いたします。いかが

でしょうか。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 介護職員のスキルアップということに関連して、研修受講の補助

制度の新設はどうかという御質問でございます。介護職員については、人材不足ということで、

全国的な課題であって、その大きな要因はやはり介護職員の給与面、待遇改善といったことに

あろうかと思っております。そういった前提の中で、本市におきましても、介護職員に限らず、

雇用対策という観点で、いろんな専門職がございますけれども、幅広くスキルアップをしてい

ただくという観点で、平成21年から職業訓練センターにおいて、市独自の市内の民間事業所に

勤めておられる従業員の方は受講料については無料ということで、既に実施をいたしておりま

すので、現在についてはそういった制度を御利用いただくというように考えておりますし、社

会福祉法人においても、社会福祉士というのは介護報酬上も一定程度、社会福祉士の資格を持

った介護職員がいる場合には介護報酬上の加点、加算というのもあるわけでございますので、

そういった意味では、社会福祉法人みずから従業員の実務者研修等の受講費用を負担しておら

れるということがあるのも事実でございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） ただいまお答えいただきました広島北部地域訓練センター、職業訓練

センターでのことを説明いただきましたが、これは昨日の同僚議員の答弁にもお答えいただい

ております。あえて、続けてこの提案をさせていただきましたのは、今おっしゃいます社会福

祉法人みずからの義務といいますか、職員のスキルアップ、育成というものも負担しておられ

るところがあるようですが、先ほど申しましたように、やはりシフトぎりぎりの人数で行って

いたり、社会福祉法人は利益を求める組織ではありませんので、そういった経営面を加味して

も困難であるという悩みを持っておられるわけです。お勤めの方が今おっしゃいました訓練セ

ンターでの無料の講座を受講しようとされましたら、事業所に勤務の調整を申し出て、職場の

理解を得なくては受講できません。今、講座の募集要項を見ましたら、平日コースのみとなっ

ております。事務的なもの等でしたら土日コースもあるんですけど、介護職員初任者研修にお

きましては平日コースのみとなっておりました。その介護職員初任者研修の講座となりますと

長期にわたるため、就労中の大半の方は、この無料講座を受けることが難しく、通信教育で資

格をとられるケースが多いと聞いております。この現状をどのように捉えられますでしょうか。
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改めてお伺いいたします。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 講座の受講をされる場合の職場の支援といいますか、事業所の支

援がなかなか難しい状況にあるという御質問でございます。基本的に今の具体的な職業訓練セ

ンターの講座の内容を申しますと、いわゆる初任者研修、おっしゃられますように平日コース

ということで、今年度の状況で申し上げますと、６月末から８月の頭にかけてというような形

で、一定程度、これは期間を要する資格でございます。したがって、休みだけで行うというの

もなかなか難しい国家資格でございますので、それを取得するためには、やはり一定程度職場

の支援というのは当然必要になってこようかと思います。具体的に、この初任者研修について

は、定員20名ということに対してほぼ定員に近い形で応募いただいておるわけでございます。

この制度の趣旨が、求職者の方も入りますけれども、市内の事業所から無料で受けていただき

たいという市の考えでございますので、広報等含めて啓発も進めておりますので、そういった

ことの御理解をいただくように努力してまいりたいと思っております。 

 それから、現在、三次市内の事業所からは、受講料について助成をしてほしいといったよう

な具体的な要望は、現在のところはお聞きはしておりませんけれども、本市といたしましては、

具体的な人材確保ということに関しては、広島県とも連携しながら、募集とか集団面接会とい

ったことで、ソフト面であわせて支援をしてまいりたいと思っておるところでございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 市としての方針を改めてお聞かせいただきましたけれども、先ほど来

申し上げますように、初任者研修という長期にわたる講座を、仕事を抜けながら受けるという

のは、その事業所の規模によったり、条件によって困難であるという現実があるわけです。そ

して、通信教育等でも、この初任者研修にプラスして、2013年度から実務者研修というものも

課されてまいりました。これを受講しないと、これまでのように３年間の勤務実態があればい

いというだけでなく、実務者研修というものの受講も必要となっておるわけです。前よりか、

もちろん国としては介護人材のスキルアップ、質の向上を求めて、そういったシステム、なか

なか国家試験を通るためには厳しい現実となっております。 

 そういったことも加味して、先ほど来述べられております訓練センターでの無料講座、雇用

対策としての無料講座、委託事業と、私が今提案しております通信教育等で資格取得をめざす

市民の支援につながる介護職員研修受講費用の補助制度は、別な観点で考えていただきたいな

と思います。 

 平成26年12月定例会で、国が３年から２年に削減した母子家庭等高等訓練促進費の延長をお

願いしましたところ、増田市長からさらに前向きに検討してやらなくてはならないものはやら
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せていただくとの御答弁をいただき、平成27年４月から市独自のひとり親家庭等高等職業訓練

促進事業が始まりました。本市は人材育成に大変理解があると評価しておるところであります。 

 介護職員研修受講費用補助制度の構築で、資格取得を志す市民の希望がかない、介護職員の

スキルアップで利用者に質の高いサービスが提供され、人材確保につながることは間違いあり

ません。施設サービスだけでは補えないと予測される2025年問題を目の当たりにしての地域包

括ケアの構築が進められておりますが、地域へ、居宅へ、介護サービスが移行されたとしても、

既存の施設サービスが減ることはありません。介護職員不足はずっと続いていく問題となって

おります。介護職員、社会福祉法人、高齢者福祉を支えておられる方々の声にしっかりと耳を

傾けていただき、介護職員資格取得の支援を委託事業で十分であると完結するのではなく、介

護職員研修受講費用補助制度の導入を御検討いただきますよう、強く要望いたします。それは、

高齢者の安心につながり、幸せを実感しながら住み続けたい、誇れるまちを推進していく本市

のめざすところとなるのではありませんでしょうか。いま一度御所見をお伺いいたします。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 介護職員の人材確保について、今申し上げた講座の委託事業だけ

で十分であるという認識は持っておりません。現在の介護職員の年齢構成を見ますと、やはり

年齢が高齢化してきておるという事実がございます。市内の介護職員の４割が50歳以上であり、

したがって今後、2025年問題も含めて不足してくるであろうということは全国的な流れでもあ

りますし、本市の状況でもございます。そういった意味では、質の高い介護人材の確保という

のは、市の施策としても大変重要な課題であり、施策として取り組む必要があると思っておる

ところでございます。 

 人材確保の具体的な取組としては、そういった養成講座への無料の取組以外に、新たに支援

協議会というのを立ち上げるということで検討しておるわけでございます。市内の社会福祉法

人等の関係団体が人材確保を検討するといったことで、そういった団体も含めまして、そうい

ったテーブルを新たにつくって、市もその中で一緒に検討していきたいと考えておりますので、

年度内あるいは年内にそういった組織もつくり上げていきたいという状況でございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 居宅系のサービスがこれまで以上に推し進められていく中、その中心

的事業とも言える訪問介護事業において、実務者研修の資格取得者は大いに活躍します。たん

吸引や経管栄養の知識も取得するため、老人ホームや老人保健施設のほか、障害のある人が利

用する職場でも、資格を生かすことができるのです。まちづくりには人材育成が重要であると

いうことは、増田市長もよくわかっておられると思います。ここで、増田市長の御所見をお伺

いいたします。 
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 （市長 増田和俊君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 増田市長。 

            〔市長 増田和俊君 登壇〕 

○市長（増田和俊君） 御質問の介護施設に係る人材確保ということでございます。現時点の考え

は部長が申し上げた内容で、我々執行部としては整理しておるところでありますが、御指摘い

ただきますように、人材の確保というのは全国的に見まして大きな課題になっておるというこ

と、なおかつ三次市においては、御答弁申し上げましたように、一部の介護施設においてはサ

ービスの提供というのを制限を加えていこうという実態があることも事実でございますし、ま

たこれから2025年に向けた団塊の世代が後期高齢を迎えてくるということになれば、なお介護

施設の存在というのが大きな使命といいますか、それの充実に、行政としても大きな責任を果

たしていかなければならない。こういう実態の中において、今部長が申し上げました、現在職

業訓練センターは三次市の所有でございます。これをうまく機能していかなければならない、

そういう面と、御指摘いただいています人材確保のために、年間、あらゆる講座を含めて

1,000万円だったと思っておりますが、予算化して補助しながら運営に当たってもらっており

ます。これも、介護施設への効果としては、一定の効果があるのではないかなと思っておりま

す。そういう上に立って、今おっしゃっていただいた通信教育とかいろんな教育、講座を受け

ながら資格を取得して、そして介護施設で働いていこうという思いを持っていただいておる方

が多くおられることを、我々も望むところでありますので、そうした面で行政としても全く支

援策は考えていかないということを論ずるのもいかがかと思っておりますから、これはこの場

ですぐ即決して対応するとかどうとかいうことでなしに、我々の中で十分協議させていただい

て、今御紹介いただきましたように、ひとり親家庭の支援策というのも打ち出させていただき

ました。と同様に、今の現状の中でどうであるかということと、また施設へ勤めておられる方

がスキルアップのためにと、さらに資格をとっていかれるということばかりでなしに、全く無

関係といいますか、介護施設へ勤めておられない方々に対して、新たに取得していただく。そ

ういう支援策というのは、今後行政としても大切な分野ではないかなと思っておりますから、

即答はしませんが、検討はさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 高齢者福祉に関する課題が同じ認識であるということで、今少しほっ

としております。頑張っている市民の現実を直視して応援していただけることを切に願って、

次の質問に入ります。 

 続いて、在宅介護支援の実態についてお伺いいたします。 

 第７期高齢者保健福祉計画、第６期介護保険事業計画の重点施策の１に、地域包括ケアの推

進がうたってあり、住みなれた地域で安心して暮らし続けることができることを基本理念に掲
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げてあります。介護保険制度が在宅支援にシフトして、地域包括ケアの取組が行政、医師会、

歯科医師会、社会福祉協議会、介護事業所等で進められているところで、地域包括ケアシステ

ムの構築に向けて、高齢者福祉課の通常業務として取り組まれているとお聞きしております。 

 同僚議員の質問の答弁にありました本市独自の地域づくりの観点から、平成25年５月に発足

した三次地区医師会、三次市社会福祉協議会、一般社団法人地域包括支援センターみよし、三

次市で組織する地域包括ケア推進連絡会議が、毎月定例会議を開催されているそうですが、発

足から現在までの経過と主な協議内容をお聞かせください。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） ４者によります連絡会議についての経過の御質問でございます。 

 おっしゃいますように、三次地区医師会、それから社会福祉協議会、地域包括支援センター

みよしと本市の４者で設立いたしました。平成26年５月に立ち上げをしておるわけでございま

す。内容については、これは文字どおり連絡会議ということでございますので、いわゆる審議

会とか協議会ではなく任意の連絡会議ということでございます。 

 内容につきましては、26年度は計７回、27年度は計10回ということでほぼ毎月定例会のよう

な形で進めておるということでございます。内容については、地域包括ケアの具体的な構築と

いうことになりますけれども、例えば包括ケアの講演会を実施しておるのも４者の主催によっ

て行っておるということでございます。例えば平成26年度でいけば、生活圏域の５圏域、５カ

所ということで、地元のかかりつけ医の先生方に講師をお願いして、地元から集まってきてい

ただいているということでございます。これは啓発ということでございます。 

 実績とすれば、26年度５カ所で約800人程度集まってきていただいております。多いところ

でいけば１会場に200人を超えるように来ていただいているところもございます。昨年度、平

成27年度も生活圏域５カ所でトータル600人程度の参集をいただいたということで、今年度も

既に、北部の君田において１カ所開催いたしておるところでございます。 

 ４者の連絡会議が中心となって、こういった啓発、講演会を皮切りに講演を行った地域から

新しく地域のケア会議を立ち上げていこうと。地域のケア会議を立ち上げるというのは、地域

の住民、いろいろな組織、団体も加味した中で立ち上がっていくということで、そのためのま

ず啓発を行うということで進めておるわけでございます。その他、この４者の会議の中では、

いろいろな課題共有も含めておりますけれども、直近のところでは、本年度では具体的な生活

支援のサポーター、ボランティアですね、この養成を行っていこうということで、具体的な講

座の日程、日取り等を決めて進めておるといったところが大体の概要でございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 第７期、第６期のそれぞれの計画の中に、市内全域に地域ケア会議を
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設置し、個々のケースを地域につなげ、地域の社会資源の把握や活用、高齢者を取り巻く地域

における課題の抽出、さらに課題解決に向けた協議検討やケアマネジメントの強化、解決策の

共有を図る場として位置づける。また、計画期間中に５地区ある日常生活圏域に１カ所以上の

地域ケア会議を設置し、三次市総合計画の指標としている平成35年までに12カ所以上の設置を

めざすと、計画書にも書いてあります。これは答弁でも説明していただきました。このことは、

同僚議員の答弁にも説明してくださり、現時点で地域ケア会議を平成26年に十日市、平成27年

に布野、三和、吉舎に立ち上げたと答弁しておられました。このように、講演会等も各地域で

開催されております。私も参加させていただき、職員の皆さんがつくられた寸劇は高齢者の方

にも大変わかりやすく、現状が認識できたのではないかと思いますし、その地域、地域のお医

者様の講演も大変実のあるものだったと記憶しております。 

 地域ケア会議では、医療従事者を含む多職種の関係者、民生委員及び地域住民による協議検

討を行い、高齢者やその家族の支援をするとされていますが、これまでに４地区の地域ケア会

議が、立ち上がっているケア会議が既に会議を持たれたのかどうかお伺いして、もし会議を持

たれたのでありましたら、先ほどの協議会との活動の兼ね合いがどういったふうになっている

か、お伺いいたします。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 各地域ケア会議の取組状況ということでございます。 

 まず最初に、当初スタートしたのは十日市地区のケア会議でございます。議員おっしゃいま

すように、多くの関係団体が集まっていただいてスタートしておるということであります。例

えば、十日市地区の自治連であるとか、老人クラブの連合会、あるいは民生委員・児童委員、

女性会、地区社協といったような幅広い地区住民組織並びに十日市に拠点のある医療・福祉・

介護の専門機関も入っていただいております。三次地区医師会、あるいは介護保険施設、市の

社会福祉協議会であるとか、包括支援センターとか家族の会といったような形です。 

 具体的な取組につきましては、平成26年度以降４回、平成27年度では４回程度の会合を持た

れていると認識しております。特に、今年度になろうかと思いますけれども、十日市地区内で

高齢者の方の見守りを図っていきたいといったことで、各十日市地区の事業所、小売店、そう

いったようなところを順次130カ所程度回っておられます。住民の方みずからがメンバーで回

っておられるということでございます。あわせて、これは今年度以前になりますけれども、十

日市地区の「みんなの見守り手引」というようなカラーの冊子をつくって配布もしておられる

ということで、きわめて市内の中では先進的な取組を行っていただいておるということでござ

います。他の地域におきましても、それぞれ既存のネットワークの協議会といったものがござ

いますので、そういったものを母体にしながら、ケア会議という形で進めていただいておると

いった状況でございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 
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○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） さきの地域づくり懇談会、ある地域で包括ケアに関する取組が自分た

ちに見えていないんだけどという不安の声が上がっておりましたけれども、着実に地域、地域

で必要な活動が行われ、また今の見守りが自治連等、地元住民の力で活動され、また手引書が

つくられたというのも、これもいいのではないかと思います。よりこの取組が各市内全区域に

広がりを持って、皆さん、高齢者の方が日々安心できるようお願いしたいと思います。 

 ちょっと１つ、地域ケア会議の地区分けで疑問があるのでお伺いしたいんですけど、地域ケ

ア会議には、民生委員さんがメンバーに入っておられます。地域ケア会議の地域区分と民生委

員さんの地域区分が異なっているとお伺いしたんですけど、このことは連携体制がとりにくく

なったりという課題はありませんでしょうか。お伺いいたします。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） この地域ケア会議という概念、考え方、仕組みは、国の制度の中

で全国的に地域包括ケアの構築ということで、できるだけ生活圏域の中で話し合いをしながら

進めていこうということです。エリアの考え方は、大体30分圏域といいますか、大体中学校区

あたりを１つの最大圏域として考えていくというようなことでございます。12地区というのは、

まさに中学校区を圏域として想定した目標でございます。民生委員・児童委員につきましても、

市内12カ所になろうかと思います。基本的には、このケア会議とエリアについては重なってお

ると認識しております。 

 ただ、もう１点は19地区の自治連合会のエリアということもございますので、最終的には、

まだ少し先の計画、平成35年度が最終目標というように総合計画にも定めておりますので、地

域によってはさらにそこが分割されて、12から19の範囲で発展的につくっていかれるというこ

とは考えられるのかなと思っておりますけれども、まずは12圏域を網羅するような形で、ケア

会議というものをつくってまいりたいと考えておるところでございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 35年までを目標とされ、いろいろと協議検討を重ねていかれると思い

ます。どうぞ実情をよく知っておられる地元の皆さんの意見を集約して、実のある地域ケア会

議、また地域包括ケアシステムの構築をお願いしたいと思います。 

 先ほどの御答弁で、生活支援サポーターの養成講座のことに触れていただきました。2016年

１月28日に開催され、多くの方が出席されていました。私も生活支援サポーターの修了証をい

ただいております。その後、何の活動等の指示もありませんし、中身は深い内容でしたが、も

う少し続けて勉強したいなという希望を持っておりましたところ、本年度そのサポーターの養
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成が早速行われたりするということで、続けて養成講座を計画されているということなので、

引き続きよろしくお願いしたいと思います。ぜひ、この生活支援サポーターの事業というもの

を生かしていただきたいと思います。 

 地域包括ケア事業では、関係者の連携の和の中に、元気な中高年の生活支援サポーターが加

わり、高齢者、障害者などを支援し、地域で支え合うことがいきがいとなるというところに期

待するところであります。 

 次に、大きい項目、障害者自立支援体制についてお伺いいたします。 

 ６月定例会で障害者差別解消法の施行を受けて、障害者自立支援協議会の中に専門部会とし

て差別解消支援部会が設立、開始したとの御答弁を聞かれた障害当事者から、構成団体に当事

者が加入したことを評価し、今後の展開に期待するところですと声が寄せられました。ただ、

どんな組織構造で、どんなことが協議されているのか見えてこないとのことも心配されていま

した。まず、障害者自立支援協議会の組織についてお伺いいたします。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 本市の障害者自立支援協議会の構成ということについての御質問

でございます。 

 障害者支援体制づくりの支援協議会というのが中核的な役割を果たす協議の場でございます。

この支援協議会の下部組織として、名称を申し上げますと、三次市障害者自立支援ネットワー

ク連絡会議というものを設置しております。現在、５つの部会がございまして、申し上げます

と、相談支援部会、地域生活支援部会、就労支援部会、療育・発達支援部会、差別解消支援部

会、この５つの部会で現在構成、活動しているところでございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 三次市障害者自立支援協議会の下部組織として、５つの部会で組織さ

れます三次市障害者自立支援ネットワーク連絡会議が、本市の福祉施策に関する報告、協議を

行っておられるとのことです。定例会で加入者の声がどこまで吸い上げられ、改善につながっ

ているのか。ここで具体的な事例を申し上げることは差し控えますが、加入者からも疑問視す

る相談がこちらに来ております。行政の立場での見解をお伺いいたします。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 部会の活動に対するいろいろな御疑問の声が上がっておるという

ことでございますが、この部会というのは、実は支援協議会ができた当初からでき上がったも

のではございませんで、現在第４期の障害福祉計画というもので、27年から29年の３カ年の計
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画でございます。各障害者福祉計画というのは３年ごとに、いわゆる実施計画に当たるもので

すけれども、その第２期の時点で新たにさまざまな個別の事案に対応するために部会が必要で

あろうということで、５つの部会のうち３つの部会ができ上がってスタートしたものでござい

ます。この中には、障害者支援を行う関係団体が入っておるということで、障害者の福祉関係

であるとか事業所、そういったところも入っていただいて、議論なり情報交換していこうとい

うことでございます。その後、４つ目の療育・発達支援部会ができまして、このたび障害者差

別解消に向けて、５つ目の部会ができたということで、この間でき上がった経過については、

関係機関の意向も含めて、市の施策、組織としてでき上がっているということで、関係団体の

総予備という意味で市としても考えておりますので、連絡会議というネットワークが図られて

いるというように認識をいたしております。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） ５つの部会の中で、特別にといいますか、いろいろな活動、協議だけ

でなく活動されていると思うんですけれども、ちょっと特徴ある部会の活動がありましたら御

紹介いただいたらと思います。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） それぞれ５つの部会の中の活動については、話し合いの場という

以外に、情報交換以外に具体的な事業を行うということでもございます。例えば、就労支援部

会については、「水ｔｏショップ（スウィートショップ）」という、市役所の２階のところで

毎週水曜日に事業所による販売をしていただいておりますけれども、これはまさに就労支援部

会みずからが企画、発案されて実現にこぎつけた事業でございます。それ以外にも、地域生活

支援部会、これについては、毎年教育委員会、あるいは特別支援学校の協力のもとに、夏休み

中のプールの支援といったものを続けております。また、相談支援部会においては、計画申請、

申請を出す場合の様式の統一化を図るといったことで、具体的な様式の作成といったところに

も取り組んでいるといったことが、具体的な活動の内容の例でございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） こうして定例会で質問させていただき、御答弁いただくことで、私も

ですが、市民の方々が部会とか協議会でいろいろと前向きに検討したり活動されていることを

知ることができます。障害者への理解を広めていくためにも、三次市障害者自立支援ネットワ

ーク連絡会議の協議内容でありましたり、活動について、発表できる範囲でいいんですが、情

報発信の方法が何かないかと思いますが、いかがでしょうか。 
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 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 活動の情報発信ということでございます。障害者の支援の施策に

ついては、市ホームページ等広報を通じて、例えば障害者差別解消法の施行に伴っては、４月

施行の前の３月広報でお知らせしているというような形で、市の取組についてはお知らせをし

ておるということでございます。 

 部会については、現在会議の内容については公開をしておりません。その理由というのが、

やはり個別のケース会議というのが関係者が集まっておりますので、事案として出てまいると

いうことで、文字どおりネットワークの連絡会議ということでございますので、関係者がまず

集まって、その中で議論なり情報交換をするということで、その部会の情報発信については、

個人情報の観点から、必要に応じて市のほうで判断しながらお知らせするということになろう

かと思いますけれども、現在のところは連絡会議というような面の趣旨でございますので、部

会の中で協議もしながら、部会の会員の皆さんの意向もお聞きしながら、対応する場合には対

応を考えていきたいと思っております。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 私たち一人一人が、障害の特性について正しい知識を得て理解を深め、

ともに生きる道を開いていくことを心がけたいものです。 

 続いて、総合的支援の取組についてお伺いいたします。 

 増田市長がかねてからワンストップサービスを打ち出され、庁舎完成の折に福祉センターを

有効利用するために設置された三次市福祉総合相談支援センターが開設から２年になりました。

総合相談窓口にはベテランの相談係が常駐し、相談の内容に応じて適切な専門分野へ照会、申

請手続の支援、的確に関係機関につなぐなど、総合的なコーディネート機能を発揮して、設置

目的、役割を果たしておられます。また、三次市福祉総合相談支援センターには、福祉にかか

わる６つの相談機関が集まっていて、それぞれ支援事業に取り組んで、サービスの向上に努め

ておられます。事例を２件、まず発達障害児と父親の生活支援に三次市障害者自立支援センタ

ーから職員を派遣して支援をされています。地域で支えておられる地元の方々からも相談等に

親身になっていただくと、頼りにされています。また、なかなか仕事に行けない青年が、行き

詰まると通称「ナカポツ」と言われる備北障害者就業・生活支援センターへ行って話を聞いて

もらうと気持ちが楽になると家族に話され、就労支援の後のサポートもされているということ

で、保護者の方もあわせて頼りにされています。こうして三次市福祉総合相談支援センターの

機能が定着してきて、高齢者、障害者、生活にお困りの方などの支援にそれぞれの組織が役割

を果たしているということに敬意を表します。 

 障害者の支援に対応する組織はあるとはいえ、生まれてから、保育、学校、就労と成長して
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いく過程で、障害が理解されないために生きづらくなっている多くの子供たちや成人を支援す

るには切れ目のない一貫した支援体制が必要と、湖南市の例を取り上げて、重ねてお願いして

まいりました。このたび、文部科学省が、乳幼児期から就職などで社会に出るまでの障害のあ

る子供に対する切れ目のない支援体制を構築する都道府県や市区町村に、整備費用の３分の１

を最長で３年間補助する事業を始めるとし、2017年度の概算要求で約17億円の予算を求める方

針を打ち出しました。近年増加傾向にある発達障害など、特別支援教育の対象となる子供に対

して、就業前や卒業後に支援する機関が別々のため、引き継ぎに課題があったと認めた事業で

す。国もやっと重い腰を上げられたと思いました。補助対象は計画の作成費、教育委員会、保

健所など連携に当たる職員の人件費、就労コーディネーターなどの専門家の配置が想定されて

いるそうです。この補助事業をもとに、本市でもぜひ切れ目のない一貫した支援体制の構築に

取り組んでいただきたいと考えます。 

 障害を持つ子供の成長に、環境が要因で二次障害を発症する場合もあります。保護者だけで

なく、学校の先生、就労先、それぞれの立場で課題を克服することに日々悩まれ、また努力さ

れています。本人のためには、周りの環境が安定すること、周りの支援する人たちが情報を共

有して助け合えること、と専門家の見解です。連携のとりやすい一貫した支援体制の構築を御

検討いただきたいと考えます。いかがでしょうか。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 障害者支援の中で、とりわけ発達障害の方への一貫した支援、体

制づくりという御質問であろうかと思います。現在、本市におきましては、議員がおっしゃい

ますように、昨年度より福祉保健センターのほうに新しく市の福祉総合相談支援センターとい

うものをつくっております。このセンターの特徴は、三次市の機構でありながら、三次市以外

の団体が入って連携しておるということが特徴であろうかと思っております。議員おっしゃい

ますように、地域包括支援センターみよし、あるいは生活サポートセンター、社会福祉協議会、

備北障害者就業・生活支援センターといったところも別団体でございます。そういった別団体

が福祉保健センターというところへ一堂に会して、そこで窓口を一本化してワンストップで取

り組むと。そこには専門のスタッフがいるということで、障害者支援につきましてもワンスト

ップで対応させていただいておるということでございます。 

 一貫した取組という御質問でございますけれども、乳幼児期あるいは学童期、青年期、成人

期ということで、それぞれのライフステージに沿った一貫した支援の必要性というのは感じて

おるところでございますし、特に学校等を卒業された後の支援というのが、場合によっては途

切れると。市外へ出られたり県外へ出られたりということがございますので、こちらのほうの、

例えば障害者支援センターへ御相談いただいた場合には、きちんとデータも管理しながら、フ

ァイル形式で管理できる体制も整っているわけでございますけれども、そういった課題がある

ということは認識しております。そういった認識の中で、先ほど申しましたけれども、療育・
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発達部会というものが新しくできて、その中で市の関係機関である、市の中でいきますと福祉

関係、学校関係、子育て関係といった部署が集まって、そこで個別ケース等も含めて協議もす

るといったようなことでもございます。あと、議員御承知のようにサポートファイルというこ

とがあります。そういったサポートファイルを通じて、保護者の方の情報の保護を図りながら、

一貫した体制を現在のところ取り組んできておるということでございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 10年前に始まった湖南市の取組から全国の自治体で一貫した支援の取

組が始まっております。国の事業が始まった今です。研究チームを発足していただきたいと考

えます。生きづらさを感じている市民に、切れ目のない支援が構築されますことを強く願って

おります。 

 続いて、他の自治体の取組を参考に、精神障害者の就労にまつわる支援について提案させて

いただきます。 

 障害者差別解消法では、不当な差別取り扱いは行政機関も民間事業者も禁止されております。

合理的配慮をしないことは、行政機関には法的義務が課せられていますが、民間事業者は努力

義務とされています。障害者雇用促進法も2016年４月１日から改正されました。１つ、雇用の

分野における差別的取り扱いの禁止、２つ、雇用の分野における合理的配慮の提供義務、３つ、

相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助、これら３点が主な改正ポイントです。精神障害、

発達障害が職場でコミュニケーションがとりにくい、本人の不調が理解されないなどで、働き

続けることが難しくなる現実があります。 

 本市のある事業所での事例を紹介いたします。御本人に承諾を得ております。真面目に勤め

ていた30代の青年が、配置がえで人間関係がもとでつまずき、精神疾患にかかりました。事業

主は理解があり、配置転換をするなどの配慮がなされ、雇用は継続されています。最近、新し

く配属された方とのちょっとした事柄に彼が萎縮し、問題を起こしてしまいます。しかし、理

解のある同僚の気づきと支援によって、問題が早い段階で事業主に伝わり、苦手な相手と接触

をしないで済むように、内部での配慮の相談が行われ、現在落ちついて仕事に励んでおられる

そうです。周りの人が、本人の特性を理解して、支え、特性を長所に変えて生かせられる職場

であることが、青年の自立につながっているということです。 

 神奈川県川崎市が精神障害者の就労定着支援を目的としたセルフケアシートを導入しました。

障害特有の心身の状況や変化を伝え、職場の理解を得るため、自分の状態を良好、注意、悪化

の３段階で朝夕報告し、注意や悪化のサインが多いとき、事業主が仕事量の軽減や休職、休息

などの配慮をする、本人の症状をオープンにすることで、周囲に伝えやすく、雇用側も配慮を

提供しやすくなったとのことです。 

 職場での合理的配慮の取組について、昨年来三次市商工会議所にも提案し、研修等の準備を

進めてもらっています。どこも手探りで課題に向き合っておられますが、具体的な対応策を実
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行された川崎市のシステムを分析し、本市独自で精神障害者にとってよりよい就労、定着、支

援の構築をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 障害者の方の就労後の定着を推進するということでございますが、

そのことについては、市としても大変重要なことであると考えているわけでございます。 

 本年４月から施行されました改正障害者雇用促進法、こちらについては、議員がおっしゃい

ますように合理的配慮、これは事業所にも努力義務でありますけれども、義務化されていると

いうことでございます。事業主に対して、障害者の採用時はもとより、採用後においても、事

業所において過重な負担とならない程度で、障害者の方への合理的配慮を提供するということ

が、法的にもやっと整備されてきたということでございますので、具体的にどのような措置を

講じるかということについては、障害者と事業者間で話し合いをしていただく基礎といいます

か、そういったことが整備されてきたと認識しております。 

 現在、本市の障害者支援体制については、障害者支援センターにおいて、福祉事業所への就

労について御相談があった場合には、障害者支援センターのほうで御紹介すると。一般の企業

へ就労されるというように希望された場合は、備北障害者就業・生活支援センターで対応する

ということでございます。 

 御質問の川崎市の例でございますけれども、一般就労ということであろうかと思います。現

在、一般就労の場合には、この支援センターにおいて障害者の方それぞれの障害特性というの

がございますので、それを踏まえた上で、直接事業所に対して助言をしていくという取組を行

っておるところでございます。企業実習から就労まで、きめ細やかな対応をしておるというこ

とでございますし、企業訪問等を通じて、そういった就労しやすい状況というものをサポート

しておるというような状況でございます。 

 （16番 鈴木深由希君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 鈴木議員。 

            〔16番 鈴木深由希君 登壇〕 

○１６番（鈴木深由希君） 中国新聞の社説に、障害者差別解消法の精神に照らせば、障害のない

側だけの標準はもう通用しない。多様性を受け止められる幅の広い標準を構築しなければなら

ない。それには、障害のある人たちとの対話の力が鍵となるとありました。当事者が自身の障

害をオープンにするというのは、大変勇気の要ることです。それを受け止められる世の中、社

会、皆の心を持ちたいものだと思っております。 

 東日本大震災のとき、暴動等が起こらず、助け合う日本人の姿に、世界中から称賛の声が上

がりました。その反面、障害者への理解は大変おくれていて、2006年、国連総会において採択

された障害者権利条約を日本は2014年に、加盟国193カ国のうち140番目にやっと批准しました。

障壁のないまちづくり、本市がどこよりも先を行く、いつでも誰にでも、どこよりも優しい三
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次市をめざして啓発を続けていきたいと思います。御清聴ありがとうございました。 

○議長（亀井源吉君） この際、休憩をいたします。再開は13時とします。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

            ――休憩 午前１１時４１分―― 

            ――再開 午後 １時 ０分―― 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（亀井源吉君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 順次質問を許します。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 真正会の横光春市でございます。議長のお許しをいただきましたので、通

告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 その前に、現在ブラジルのリオでパラリンピックが開催されております。三次出身の川本翔

太選手も自転車競技にて出場しております。今日からロードレースが始まる予定でございます。

川本選手の健闘を祈るとともに、皆さんとともに応援してまいりたいと思います。 

 それでは質問に入りますが、今回新市まちづくり計画フォロー事業について、定住対策につ

いて、観光振興について、大項目で３点質問をさせていただいます。議員になりまして初めて

の質問でございまして、いささか緊張しております。執行部の心ある回答によりまして、質問

もスムーズになると思っておりますので、心ある明快な回答をよろしく。期待しておりますの

で。 

 では、最初の質問に入らせていただきます。 

 新市まちづくり計画フォロー事業についてでございますが、合併時に新市まちづくり計画が

策定されまして、それに基づいて合併後のまちづくり、基盤整備がなされたところですが、こ

の計画は平成26年度までの計画でございました。できなかった事業も多くあるわけでございま

すが、しかしながら制度が５年間延長ということで、それぞれの市町の計画も全体事業を見直

して、地域審議会を経て新市まちづくり計画フォロー事業が計画されたと聞いております。 

 私は４月からの議員でございまして、状況がわかりませんのでお伺いいたしますが、全体事

業数はどのようになっておるのでしょうか。お答えを願います。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 新市まちづくり計画のフォロー事業の抽出に当たっては、一昨年

度、各地域審議会に対して、新市まちづくり計画未着手事業、127の事業ですが、これについ

て検証をお願いし、地域の将来に真に必要な事業として意見具申をいただいた70事業を対象と

しまして、庁舎内に設置しました新市まちづくり計画検討委員会で全事業箇所の現地調査と精
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査を行いまして、31事業、これは道路の関係が23事業、施設が８事業ですが、これを抽出いた

しました。計画事業費は総額で約13億5,000万円となります。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） それでは、フォロー事業の進捗率、また取りかかっている事業は何件でし

ょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） フォロー事業の着手状況につきましては、平成27年度末で31事業

のうち着手が19事業、未着手が12事業でございます。また、着手事業のうち、完了事業が７事

業ございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 現在の状況で未実施の事業というのがあるわけでございますが、この事業

を終えるには、今２年目でございますので、あと３年６カ月余りということになりますが、非

常に短い期間だと思っております。31年度までに全ての事業が完了できるというように見通し

を立てておられるでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） フォロー事業につきましては、毎年度ローリング方式で策定する

実施計画の中に位置づけまして取り組んでおりますが、道路事業の用地の取得などでは、交渉

が難航することも考えられるため、平成31年度までに事業実施ができないことも想定されます

が、条件が整えば期間内に、少なくとも事業に着手し、着実な進展が図られるように努めてま

いります。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 大体できるだろうという見通しであろうと思いますが、もしも残った場合

にはどのようにしようとされているのでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 
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○地域振興部長（白石欣也君） ５年間で未実施となったフォロー事業につきましては、期間終了

後においても、他の事業債など有利な財源を活用しまして実施していく考えです。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） それでは、必ず実行するということで理解をさせていただきたいと思いま

す。 

 新市まちづくり計画フォロー事業が滞りなく実行されるということは、各地域の皆さん方も、

待っていらっしゃるという方もいらっしゃると思いますし、この事業が確実に実行されるとい

うことは、均衡あるまちづくりになるであろうというように思っておりますので、引き続き事

業の執行について努力いただきますように願いたいと思っております。答弁は要りません。 

 それでは、次の質問に入らせていただきたいと思います。 

 定住対策についてお尋ねいたします。平成26年７月８日に三和町で開催された市政懇談会で、

三和町では定住を柱に意見交換をされました。その中で、中学校の保護者会から、三次の高校

へ通う前に、公共交通機関を使っての通学ができない、スクールバスのようなものを運行して

いただけないかというような願いがありました。また、三次の高校へ通わせて三次の魅力をし

っかりと子供たちに植えつけて、将来自分たちがここに定住したい、あるいは自分たちで三次

市の課題を見つけ、それを将来自分たちが定住したいまちに変えていってほしいという親の願

いを込めた質問をされました。この質問に対して、市の答弁は、「我々も悩んでいる。また地

域公共交通会議でも検討していますが、これらも万全ではありません。いろいろ見直しながら

何ができるかということも考えながら検討させていただきたいと思います」でありました。そ

して、今年の６月の定例議会で、同僚議員が本件に対しまして質問したことに対しての答弁は、

地域公共交通会議や地域ごとに設置する予定の地域内生活交通検討会議等々で検討するという

ものでありました。それが今年の地域づくり懇談会で、再度中学校から、保護者会長からスク

ールバスの要望に対して、その回答は、１つ目が、安芸高田市は芸備線甲立駅から個人タクシ

ーを用意することに補助している。これは高等学校存続のための取組。２つ目、三和から三次

方面の路線バスは、朝の通学にはいいが、帰りが７時30分までに学校を出ないと間に合わない

点が障壁となっている。３つ目、全ての高等学校に１人40万円使うことは現実的ではない。４

つ目、路線バスとの組み合わせなどにより解決していきたい。５つ目、課題意識を持って、三

次全体の中で三和町をどうするか考えていきたいという答弁でありました。これに間違いはな

いですね。 

 （副市長 瀬﨑智之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 瀬﨑副市長。 

            〔副市長 瀬﨑智之君 登壇〕 

○副市長（瀬﨑智之君） ７月24日に三和文化センターで行われました地域懇談会での私、それか

ら市長の発言についてのお尋ねであったと思っております。御確認をいただきましたので、瑣
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末な点も含めて回答させていただきたいと思っております。 

 １点目の、先ほどおっしゃいました中で、安芸高田市が芸備線甲立駅から個人タクシーをと

いうようなお話がございましたが、個人タクシーであるとか法人タクシーであるとか、そうい

う事業の体制についてお答えしたということはちょっと認識しておりません。それ以外の部分

につきましては、おおむね議員がおっしゃった回答をしたというように記憶しております。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） それはよろしいですが、そこでお尋ねをいたしますが、全ての高等学校に

１人40万円使うということは現実的ではないという答えでございましたけど、40万円というの

は何を根拠とした数字でございましょうか。 

 （副市長 瀬﨑智之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 瀬﨑副市長。 

            〔副市長 瀬﨑智之君 登壇〕 

○副市長（瀬﨑智之君） 40万円の根拠というお尋ねでございますが、三和町から安芸高田市内の

高校への通学について、向原高校、吉田高校のＰＴＡが主体となって、通学バスを運行委託し、

安芸高田市が一部補助を行ってきたと伺っております。安芸高田市の資料によりますと、当該

補助事業に係る市の負担額が１人当たり平均で年間約40万円前後ということでございましたの

で、そのときの発言といたしましては、安芸高田市の資料の数字を生徒１人当たりで割ってみ

ると40万円近くであったと記憶しており、その金額を三次市内の高校に通っている生徒に適用

することは現実的ではないのではないかというような趣旨で、予算面でも厳しい面があるとい

うことを申し上げたという次第でございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） ２年前の市政懇談会のときに、何ができるかということも考えながら検討

させていただきたいと思いますと答えられております。その後、そのことに対して何か行動を

起こされましたか。もし行動を起こされたのなら、ＰＴＡの皆さん方に周知することができた

のでしょうか。行動と周知についてお答えください。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） ２年前の地域づくり懇談会で三和町から高校へ通う際の交通手段

の確保についての御意見をいただきました。御意見につきましては、その年の三次市地域公共

交通会議へ報告いたしまして、御意見をいただき情報共有もさせていただきました。ただ、こ

のときにおいては、具体的な対策についての御意見はありませんでした。 
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 また、今年の地域づくり懇談会で御発言いただいた方にも、改めて御発言の趣旨について、

三和支所を通じまして確認をさせていただいたところでございます。 

 ただ、本市の高校への通学手段につきましては、これまで鉄道や路線バスなど、既存の交通

手段を御利用いただくことをお願いしておりまして、ダイヤの調整等を進めてきたところでも

ございます。三和町から三次駅までの間の路線バスの敷名線が基本的な通学時間にも対応した

ダイヤ編成で運行されていますが、これは帰りの便としてクラブ活動をした際に帰宅する便が

ないというお話もいただいております。現在、バス事業者とダイヤの見直しができないかを検

討しているところでございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） そのときに質問された方が、２年間たってまた質問されたということは、

やはり周知ができている、どうでないということよりも、納得がいかなかったのではないだろ

うかというような思いがいたします。私から言わせていただければ、検討会議で話をされても、

実際に何かをしなければ、何もしなかったということになるのではないだろうかというように

思います。私はやり方に対してちょっと納得がいかないなというような思いがいたします。 

 中学校は３年間でございます。結論を延ばしていては、子供たちは卒業して、次のステージ

に進んでまいります。このままではやはりいけんのじゃないかと思っております。安芸高田市

は高等学校の存続のためとはいえ、市外の住民の三和町の子供たちのために、１人当たり40万

円の予算を組んで対応していると。親御さんたちはどのように思われるでしょうか。安芸高田

市は自分たちのために対応してくれている。三次市は何もしてくれないんだ、そんな気持ちに

なるのではないでしょうか。現在、安芸高田市の高校には32人の生徒が通っています。その中

には、三次市内の高校に通いたいと、そういう願いを持った生徒もいたはずでございます。定

住対策という面からも、マイナスイメージとなると思いますが、このことをどのように思われ

ますか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 先ほどもちょっとお答えをいたしましたが、この通学バスの問題

については、路線バスのダイヤ改正につきまして、バス事業者と現在使っていただいている利

用者との兼ね合いも含めて調整を進めておるところでございますが、ダイヤの改正後に実際に

乗車していただけるかどうかという点もありますので、早い段階に地元の意見を聞かせていた

だく機会を持ちたいと考えております。そして、この件について、安芸高田市においては、三

和町から同市の甲立駅へのバス路線の廃止に伴いまして、三和町から向原高校への公共交通に

よる通学手段がなくなったということで、この対応として、向原高校の生徒確保の観点から、

新たな通学手段としてタクシー利用補助を始められたものと伺っております。市内高等学校へ
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の通学手段につきましては、本市では三和町だけの問題ではないと考えておりまして、三次市

全体としてどうするかを考える必要があります。路線バスや市民バス、ＪＲなど、公共交通に

よる手段の確保が基本であると現在のところ考えておるところでございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 次の答弁ということもあったようでございますけれども、路線バスの組み

合わせなどで解決していきたいというようなことでございました。そのことは、投げておって

はいけんと思います。会議だけでなくして、いつまでに結論を出されるかということをお伺い

いたします。 

 （副市長 瀬﨑智之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 瀬﨑副市長。 

            〔副市長 瀬﨑智之君 登壇〕 

○副市長（瀬﨑智之君） 議員のお話をいただきましたとおり、スクールバスのような専用の便利

な交通手段というようなものを確保してほしいという御要望は受け止めさせていただくところ

でございますが、既存の公共交通を市民がしっかり利用していくということは、公共交通の利

用を維持していく上でも、とても重要なことではないかと考えておるというところで、先ほど

部長から御答弁させていただきましたとおり、公共交通の利用をまず第一に考えてまいりたい

と考えております。 

 お話にもいただきました地域内生活交通検討会でございますが、これにつきましては、各住

民自治組織単位で設けて、地域で議論していただくということを提案しておりまして、今週中

に開かれます自治連合会の代表者の会議の中でも、事前にはもちろん事務的な御説明をしてお

るところでございますが、お諮りして、各地域での開催を呼びかけていくというようなことで

ございます。そういった中で、趣旨に賛同いただけるような地域に関しましては、今年度中に

できるだけ早く開催いたしまして、議論を深めてまいりたいと考えております。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） それでは、よい結論が出るように期待をしておきます。くどいようでござ

いますが、行政の業務というのはいろいろあり、100件のうちの１件かもしれません。しかし

ながら、質問された方は１件のうちの１件でございます。先ほど申し上げましたが、中学校は

３年間です。１年たつごとにあきらめる親や生徒が生まれてくるわけです。定住を考える中で、

定住の特効薬はこれをすればよいということはありませんが、一つ一つの要因をクリアし、幸

せを実感しながらこのまちに住み続けたいと思われるような地域をつくっていかなければなら

ないと思っております。私の調査では、三和町の敷名から三次駅までの片道のバス料金は900

円です。定期を購入して、学生割引80％です。１カ月20日間通学した場合で２万8,800円でご
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ざいますが、今の状態ではクラブ活動を行えば片道しか乗車できないので、定期を購入するこ

とは難しいと考えます。そこで、回数券でも学生の場合割引で買えるようなことを検討してい

ただければなという思いを持っています。定住対策の中で、地域公共交通もその要因の１つだ

と思います。そこらを踏まえて、学校の意見、保護者の意見、地域の意見も聞きながら、よい

方向になるよう検討いただきたいと思います。答弁は要りません。 

 次の質問に入らせていただきます。 

 次に、観光振興についてお尋ねいたします。三次市内の観光協会、先ほどの答弁では５カ所

というように聞かせていただきましたが、これはどことどこにあるのでございましょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 観光協会につきましては、本市平成16年度合併した後も５つ、観

光協会が存在しておりまして、まず一般社団法人の三次市観光協会、君田町観光協会、作木町

観光協会、三良坂町観光協会、甲奴町観光協会の５つの観光協会がございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） ５カ所の観光協会が、それぞれの地域の観光振興のために活動されている

と思いますが、その活動状況というもの、三次市は把握されておるのでしょうか。その把握は

イベント等の前でしょうか、後でしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） それぞれ観光協会独自で事業を実施していただいております。観

光のＰＲ事業として、本市は観光のホームページをつくっておりまして、三次市観光協会のほ

うで管理、更新等をしていただいていますが、そこへ情報も一本化しようということで、各観

光協会からイベント情報等は事前に連絡を入れていただき、ホームページにも載せて公表する

ようにしております。また、紙面の都合もございまして、全部とは言えませんが、三次市の広

報等でも各地域のイベント情報等を掲載し、ＰＲに努めているところでもございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） ということは、市としては事前に把握して、三次市として一本化して情報

発信しているというようにお考えだと言っておられると理解をさせていただきます。私のほう

で、三次市観光協会のほうへ尋ねてみますと、市外の方が三次市観光協会のほうへ問い合わせ

がありました。三次だろうと思って、ほかの地域のこともあるわけでございますが、そのとき
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に、三次市観光協会のほうへ情報が入っていないと紹介することができない。その該当の観光

協会を紹介するということになります。聞かれた方にどのような思いをしていただくんだろう

かというように、観光協会でも推察するわけでございますが、よその観光協会を紹介する。こ

こでわからないという気持ちの中にじくじたる思いがすると言っておられました。合併をして

12年が経過しております。この際、今こそ観光協会を１つにして、情報を１つにして、観光協

会に聞けばわかるんだと、三次に聞けばわかるんだというようにするのがいいのではないだろ

うかと思いますが、いかがでしょうか。また、観光協会の統合という動きは、市のほうでも動

いておられるのでしょうか。どうでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 先ほどの答弁でも触れましたが、三次市の観光公式サイトにつき

ましては、市のほうでその更新、運営の事業費も出しておりますが、三次市観光協会のほうで

その更新の手続等を行っておりますし、ほかの観光協会からも情報をしっかりそこへ集約し、

できるだけ駅前の交通観光センターで観光協会の観光案内もさせていただいておりますので、

そちらで情報の提供ができるように努めていただいているところでもございます。 

 ただ、私どもで確認したところでは、そういう形で進めていただいているということですが、

なかなか情報の細かいところまで届いていなくて、利用者からのお尋ねに十分にお伝えできな

かったこともあるということも確認しておるところでございまして、しっかり連携を今後も図

り、本当に観光客の皆様に御案内をしっかりできるようにということで、努めていきたいと思

っております。 

 また、統合につきまして、昨年度各観光協会の会長、事務局長にお集まりいただきまして、

三次市観光戦略研究会を開催いたしました。これは、観光振興策についての意見交換や情報共

有を行ったものでございまして、３回程度開催したんですが、意見交換の中で、統合について

も話がなされました。ただ、これについて賛否両論もあり、すぐにはそれに向けて進めていこ

うというところまでは至りませんでした。市といたしましても、観光協会５つございますが、

観光協会のない旧町村地域もございまして、そういったところには支所を通じて住民自治組織

等の情報を収集し、先ほどの観光公式ホームページのほうへいろんな観光情報、イベント情報

をアップできるようにしておるところでもございますが、現在のところは、観光協会の統合と

いうところを具体的に進めているところはございません。将来的な課題としてとらえておりま

す。 

 また、情報を一本化するということにつきましては、先ほどの研究会等も適宜開催する中で、

いろんな意見交換をし、細かい情報も一本化できるように努めていきたいと考えております。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 
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○７番（横光春市君） 次に、観光協会の存在しないところを聞こうと思ったんですが、欲張りま

したので、支所のほうで観光情報を集めているという状況でございまして、積極的な観光振興

等にはなっていないと思っております。それぞれのない布野町、吉舎町、三和町というところ

があるわけでございますが、そこらでも観光資源があり、また観光の動きをしているというよ

うに私は思っておりますし、実際我が三和町でもやっていると思っておりますが、そこらに対

しての認識というものは、オール三次とよく言われるんですが、オール三次になっていないと

思っておりますが、会議でも出席ができない状況でございますので、そこらの点についてどの

ようにお考えでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 協会のない地域は支所を中心にしまして情報収集をしておるんで

すが、当然支所は住民自治組織なりあるいは地域の団体のいろんなイベント情報を収集し、そ

れをこちらのほうに連絡をしてもらうということで進めております。 

 具体的な手法としましては、フェイスブックのアカウントを各支所に配付しておりまして、

この旬な情報の発信に努めております。支所の職員が直接そこのアカウントを利用して情報を

書き込み、それが観光公式サイトにすぐアップできるというシステムでございます。また、観

光協会のある、なしにかかわらず、市内のイベントを始めとする観光情報は雑誌やテレビ等、

機会をとらえて紹介していきたいと考えております。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 答弁のほうは十分にやっているとお答えのようでございますが、私も自治

連の会長をしておったような時代がございましたので、そこらのところはよく事情を知ってお

ります。一概にそのようになっていないのではないだろうかと思いますし、支所と自治連合会

というのは非常に協力してやっておりますけれども、やはりその中に入ってこない情報という

ものもあります。ですから、やはり観光協会というものをつくって、その中での活動というも

のが必要ではないだろうかというように思います。先ほどもホームページに掲載していると、

支所のほうからも掲載するんですよということがありましたが、それだけで本当によいんでし

ょうか。ホームページへ載せればそれで済んだと、支所、市のほうはお考えでしょうか。いか

がでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 決してホームページに載せればよいというものではないと考えて

おります。観光ＰＲにつきましては、三次市のいろんな情報をしっかり発信していく。いろん
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な方に見ていただける機会を提供するということが大事だと思います。１つの手段にとらわれ

ることなくということで、トータルとして観光キャンペーン関係とか、そういった部分、いろ

んな情報発信の手段を用いましてＰＲをしているところでもございます。先ほど申しましたよ

うに、雑誌、新聞、テレビ等、機会をとらえて、地域のイベント情報等も発信したり、そうい

ったものをマスコミに取り扱っていただけるようにという話をしたこともございます。また、

市の広報とかいう部分、それから新聞各社を通じてイベント情報を発信し、紙面に取り上げて

いただくとか、いろんな情報発信の工夫をこれからもしていきたいと考えております。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 市全体の観光に対する集まりというものがございますが、そういうものに

対して、布野町も吉舎町も三和町もこれには参加できないというわけでございます。そこで情

報交流というものができないということであります。そこで、じゃあ５つの観光協会に補助金

を出して交付しているわけですから、ほかの布野、吉舎、三和のほうへ、観光協会を立ち上げ

た場合に、そこへ補助金を交付して観光振興を図るつもりがあるかどうか。いかがでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 現在観光協会のない地域に、これは仮定として御質問だと思いま

すが、具体的にそういう地域から観光協会を設立したいという御相談を受けたことはございま

せん。ですから、それですぐ補助金が用意できるかということについては、すぐにはお答えで

きないということでございます。ただ、今後そういった要望が具体的にもしあれば、しっかり

お話しも聞かせていただき、検討させていただくということになろうかと思います。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 観光協会の統合というような気持ちを持っている人間がつくるということ

はないわけでございますが、自治連合会の中に観光部をつくっていきたいなというようなこと

は、私は考えたことはあります。今のような、ばらばらの状態で観光情報を発信しても、私は

難しいと。観光情報を集めることは非常に難しいのではないだろうかというふうに思っており

ます。支所の動きというものも、観光に向いているかどうかといえば、やはり人数がだんだん

少なくなっておるわけでございますから、日常の業務ということを精いっぱいやっているとい

うことではないだろうかと思いますし、また地域づくりのために動いているわけでございます

から、なかなか難しいような状況も見受けられると思っております。オール三次、オール三次

とよく言われるわけでございますから、言うばかりでなく、名実ともに三次全体の情報を一本

化して発信することが必要であろうと思いますし、これからの観光の話の中に、布野とか吉舎
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とか三和というところも、何かの手段を持って話が入るようにやっていただきたいなという思

いをいたします。これから三次が一層観光振興に力を入れていこうとするならば、この際やは

り昔の観光協会を１つにして、飯南町のように観光協会の職員を充実して、三次全体の情報収

集をして発信することが必要だと思います。参考までに職員数を申し上げてみますと、人口３

万6,000人の島根県大田市で８人でございます。人口３万8,000人の庄原市で７人、人口約

5,100人の島根県飯南町では７人と外国の国際協力員１人という状況でございます。観光協会

を１つにする方向と、そして職員を充実するというように私は思うわけでございますが、市の

考えはいかがでございましょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 今、議員のほうから近隣の観光協会の職員数について御発言があ

りました。この職員数については、私どももお聞きしておりまして、これはそれぞれの観光協

会がどのような事業を担っているかでまた変わってくるものと考えております。本市には三次

市観光協会、職員の方が５名おられます。この中には、人数的には近年少し忙しくなったと、

交通観光センターでの案内も非常に多くなったということもございまして、人件費等で市のほ

うも支援をさせていただいている状況もございます。 

 本市では、マーケティングやマネジメント等の機能を持つ三次市版ＤＭＯを設立していこう

ということで、今年度から準備を進めておるところでもございますが、これは市の観光振興の

司令塔としての役割、それからいろいろマネジメント、調整役も果たしていくという部分も含

めて、そういったものを今制度設計もしておるところでございます。これができましたら、市

内の観光協会とも連携しながら、観光資源の魅力の向上やプロモーションの充実等を図ってい

くこととしていきたいと考えております。 

 （市長 増田和俊君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 増田市長。 

            〔市長 増田和俊君 登壇〕 

○市長（増田和俊君） 御質問の観光交流については、本市にとっても大きな課題として、また積

極的に展開しておるところであります。大型観光キャンペーン実行委員会を設置しながら、総

額で１億5,000万円程度だったと思っておりますが、ここ数年大型で進めておるわけでありま

して、決して消極的に進めておるつもりは全くないわけであります。組織についてはそれぞれ

の人格がありますから、行政が一方通行でそのあるべき姿へ持っていかれない場面もあるとい

うことについては、御理解をいただきたいと思いますが、そうは言いながら、公金をもって組

織をしておる中では、やはり我々としての方向性は打ち出していかなければならんと思ってお

りますので、私自身も一本化まで難しい面もあろうかと思っておりますから、段階を追って、

組織の強化を図っていくべきであるということで、担当部のほうへも申し上げてきたつもりで

ありますし、それを受けて、観光協会ができておらない地域の皆さんにも率先してやろうとい
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う気持ちも持ってもらってこそ、一つ一つが成就していくと思っております。我々の姿勢は力

を入れていくつもりでありますし、今おっしゃった組織の強化はやるべきだと思っております。

予算的にも観光キャンペーンの大型という名前をつけながら進めておりますから、決して予算

をつけないというつもりはございません。三次市の観光協会も先月から１名増員をしたと思っ

ておりますし、また必要においては、アクションをとることについては全くないわけではあり

ませんので、両者がお互いにどうすべきかというところで積極的にやっていかなければならん

と思っております。 

 以上です。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 聞かせていただきますと、やはり布野と吉舎と三和というのは少し忘れ去

られた地域になるかなという思いをぬぐうことはできなかったなと思います。私の期待した答

弁ではありませんが、時間の都合もありますので、次の機会に質問をさせていただきたいと思

います。 

 順序を変えて、三次鵜飼についてお尋ねをしていきたいと思っております。 

 三次の観光鵜飼について、課題というものは何でしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 三次市の観光鵜飼の課題ということについての御質問です。 

 今年度は冬場に三次の鵜の大量死がございまして、14羽の鵜が死亡したということで、今年

度の観光鵜飼の開催が非常に危ぶまれたわけでございますが、６月１日からその観光鵜飼も間

に合うことができました。５月に新しい鵜を仕入れて、それから一生懸命調教し、それに間に

合わせていただいて、本当に鵜匠さんを始め、観光協会の関係者の皆様の御尽力によるものと

感謝申し上げておりますが、観光鵜飼について、鵜飼というのは伝統文化という部分もござい

ます。これをしっかり継承、保存していくということを含めて、観光鵜飼として広く本市の観

光の目玉としてしっかりＰＲしていくということが大きなテーマであろうと考えております。

ですから、そういった部分、先ほど申しましたように観光協会、あるいは鵜飼伝統文化振興会

の方々も含めて、行政ともしっかりと連携をもって進めていくということが大事になってこよ

うと思っております。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） そういうふうな思いを持っておられると理解させていただきますが、今年

の冬に、先ほど言われましたけれども、観光鵜飼の主役の１つである鵜が多く死んでしまいま
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した。そのときには、三次市としてその対応に積極的に取り組んでいただいたことに対しまし

ては、敬意を表していきたいと思います。そうした中、鵜匠の皆さんはもう少し自分たちが鵜

とかかわる時間が多くあればと悔やんでおられます。朝、鵜小屋へ行ったとき、勤めから帰っ

たとき、鵜が死んでいた。この光景を見たときに、鵜匠の気持ちは計り知れないものがありま

す。どうして鵜が死んでしまうのか、原因は何なのか。鵜匠の誇りを持ちながらも、すがる思

いであらゆるところへ問い合わせたと。他地域の鵜匠仲間に現状を話したりして助けを求め、

やっとの思いで原因を突き止めたそうでございます。そのときの状況、市はどのように対応さ

れたのかとお伺いいたします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 今年に入りまして大雪が降ったという部分も含め、１月、２月、

３月と鵜が次々に死んでいったということで、市のほうへ報告、情報共有があったときには、

もう10羽ぐらい死んでいたというような状況もございました。まずは原因究明ということで、

専門の方にその原因を探っていただくということで、最終的に原因がわかったのは、腎臓の関

係で亡くなったと。水のやり方がどうだったのかという部分がございました。ただ、飼育につ

いては、鵜匠さんもしっかり先代から聞かれて、そのときにしっかり対応していただいたとい

うようにお話もお聞きしております。この点については非常に、これから今後の参考にしなが

ら、鵜匠さんも鵜の育て方について研究を進めていただいているというところでございます。 

 市としての対応といたしましては、先ほど申しましたように、６月からの観光鵜飼に間に合

うようにということで、新しい鵜を調達するということで、観光協会ともしっかり話もいたし

まして、茨城県日立市から急遽取り寄せてそれが間に合ったというところでもございます。そ

ういうふうに状況を把握し、市としてもしっかり観光鵜飼が今年できるようにということで支

援をさせていただくという方向で進めてきたところでございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 鵜が死んだ後の対応等については、市の積極的な対応で喜んでいると思う

わけでございますけれども、悩んでいるときに市がどのように手助けをしたのかということが

私は大きな問題であろうと。鵜匠のほうから相談があったかなかったかというのは私は把握し

ておりませんけれども、やはり市と三次を代表する観光鵜飼、そこらの情報というものをしっ

かりと持って、悩んでいるときに手助けをする。専門機関へ連絡をするということも必要では

なかっただろうかと思うわけであります。市としてもいろいろ御協力いただいたことに対して

は感謝申し上げます。 

 三次市以外の観光鵜飼事業を展開されているところでは、後継者の問題がよく言われますが、

我が三次市においては、鵜匠の年齢が若く問題はないとされておりますが、人ごとではないと
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私は思っております。鵜匠の年間の手当は300万円余りでございますけれども、その中から鵜

船を扱う舵子さんの賃金、鵜飼に必要な消耗品等を支払いされているわけでございます。市は

その手当が鵜匠手当として十分であるとお考えでしょうか。どうでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 本市では、鵜飼の継承に対する資金的支援といたしまして、市と

して三次市観光協会を通じて、三次鵜飼伝統文化振興会に年間1,250万円の補助金を交付して

おります。この補助金は、鵜飼の活動費や舵子さんの賃金、そして鵜のえさ代や飼育場の土地

借り上げ料などに充てられております。貴重な観光資源であり伝統文化でもある三次市の鵜飼

をどのように守り、継承していくのか。鵜匠が鵜の飼育にかかわれる環境整備の観点も踏まえ

ながら、観光協会を始め、関係者の皆様と一緒に模索していきたいと考えております。 

 鵜匠さんの待遇につきましては、先ほどの1,250万円の中から、鵜匠さんと観光協会、ある

いは今は伝統文化振興会のほうで話をされまして、鵜匠さんに渡される金額を決めておられま

す。ですから、直接鵜匠さんから市のほうに対して、そういった部分についての改善という話

は伺っておりませんが、伝統文化振興会のほうが鵜匠さんあるいは舵子さん等の手当等も含め

て検討していただいておりまして、振興会の方からはお話も伺っておりますし、今後もしっか

り協議もさせていただくということで、市のほうの考えもお伝えしているところでもございま

す。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） しっかりと話をしていただきたいというように思いますけれども、観光鵜

飼事業というのは、６月１日から９月10日までの３カ月間余りというわけでございますが、鵜

の飼育というのは365日、毎日欠かすことはできません。一般の会社員の方は休みがあるわけ

でございますけれども、鵜匠の皆さんには休みはありません。生き物でございますから、毎日

世話をしなければなりません。鵜匠会長にちょっと状況を聞かせていただきますと、毎朝鵜の

ふんを観察し、健康状態を確認し、水浴びをさせ、鵜小屋の掃除をされます。その時間約１時

間余りです。観光鵜飼事業を開催されるときには、午前３時には仕事を終え、鵜小屋へ行って

観光鵜飼の準備をする。午後７時45分からの出船に備えているということであります。勤めて

おられるほかの鵜匠さん方は、時間配分というのは少々変わると思っておりますが、やはり毎

日世話をされることによって、鵜匠と鵜の信頼関係というものが生まれてくるわけでございま

す。今年、鵜が多く死んで新しい鵜が来たときには、鵜匠会長、ほとんど仕事に行かず鵜の世

話をしていたんだということも言っておられました。そういう状況というもの、市は状況を御

存じなのでございましょうか。どうでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 
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○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 鵜匠さんの鵜の飼育の状況ということでお尋ねですが、今年に入

って大変な状況になったということで、それまで鵜をどういうふうに飼育されていたのかとい

うこともお話を聞かせていただくことがありました。そして、今議員がおっしゃられたような

部分で大変御苦労されているということも聞かせていただいております。また、先ほど申しま

したように、鵜飼伝統文化振興会のほうで鵜匠さんとの調整はされているんですが、振興会の

ほうからも飼育の状況も聞かせていただいているところがございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 現在のような状況で、鵜匠の皆さんが誇りを持って子供たちに鵜匠を継が

せることができるかどうかということでありますが、毎日休むことができず、鵜匠の仕事に合

わせてほかの仕事をしなくてはみずからの生活を守っていくことができない。鵜匠さんが事業

主であれば、時間配分というのもできるわけでございますけれども、勤めている場合にはその

事業主の理解を得なくては、鵜匠を続けることはできないと思います。鵜匠会長は誇りを持っ

て鵜匠の仕事を続けておりますけれども、子供には鵜匠を継がせてやってほしいということは

なかなか言えないんだと言っておられました。次の世代へ渡せないときに、鵜飼伝統文化の観

光鵜飼事業もなくなってしまいます。１つの文化は失ったときに初めてその大きさというもの

を感じるものでございます。鵜飼伝統文化が続いているわけです。四百五十有余年も続いてい

る鵜飼の事業でございますので、鵜匠さんと観光協会と一緒になって協議をして、よい方向に

なるように市としてやっていただきたいなと思っております。答弁は要りません。 

 次に、忠臣蔵サミットと観光振興についてお伺いいたします。 

 忠臣蔵サミットは、三次市が参加していると聞いておりますが、サミットが発足した年、サ

ミットの目的、構成する自治体数、予算はどのようになっているのでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 忠臣蔵サミットは、義士親善友好都市交流会議として設立されて

おりまして、全国赤穂義士ゆかりの地である自治体が、親善と友好を深めながら情報を交換し、

地域の発展と向上のために相互協力をしていくことを目的に、平成元年に発足いたしました。

兵庫県赤穂市が事務局を担っていただいておりまして、三次市は発足時から毎年参加しており、

年間予算額については、負担金５万円と参加に係る旅費というものでございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 
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○７番（横光春市君） 目的と自治体数についてお答えいただきたいと思います。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 目的は、先ほども申しましたが、全国赤穂義士ゆかりの地である

自治体が、親善と友好を深めながら情報を交換し、地域の発展と向上のために相互協力をして

いくことを目的としております。 

 構成の自治体数ということですが、30自治体が赤穂義士に関してゆかりのある自治体という

ことで、これは事務局のほうでも整理をしておりますが、ただ毎年開催されますサミットで参

加の自治体がその年の費用を負担するというような形でこれまでも進めてきておりまして、ち

なみに今年のサミットについては15自治体が参加をしているところでございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） サミットということになりますと、順次開催をするところが回っていると

いうように思いますけれども、三次市は何年度の開催という予定があるのでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 本市では、これまで平成３年の第３回、それから平成16年は第16

回の忠臣蔵サミットを開催しております。来年度は兵庫県加西市で忠臣蔵サミットが開催され

ることが決まっておりまして、再来年度以降ということで、本市での開催について積極的に検

討をしているところでございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） サミットにはサミット宣言というものがあろうかと思いますが、その内容

を教えていただきたいと思います。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 平成元年発足したときに、この第１回義士親善友好都市交流会議

が始まっております。全国義士ゆかりの地である自治体が集って、相互の親善と友好を深めな

がら情報交換や交流を推進していくこと、これを宣言しておりまして、この年義士サミット宣

言が発表されました。その後、平成５年に第５回の義士親善友好都市交流会議が東京都墨田区

で開催された際に、通称を忠臣蔵サミットに変更して、改めてそれぞれの自治体のまちおこし
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のため、未来にわたって確かな成果を生み続けていくことを宣言した忠臣蔵サミット宣言を発

表しております。 

 今年におきましては、大河ドラマの誘致に向けまして、参加した15の自治体の首長が署名し

た要望書を作成し、日本放送協会に先月８月５日に提出したところでございます。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） ということは、サミットの宣言に基づいて三次市での活動というのはない

というように理解させていただいてよろしいでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） この宣言についての本市での活動というのは、具体的には先ほど

申しましたように、サミットを本市で開催したということも過去２回ございまして、そのとき

には、やはり市民の方にもしっかり来ていただくというような、講演等のイベントも含めて開

催した経緯もございます。また、それぞれ毎年の義士サミット、どういうことでという部分で、

市民の方に知っていただくよう広報等でお知らせしているところでもございます。 

 具体的にサミットという部分は、まとまって大きなイベントをというところで実施したとい

うものはないように記憶しておりますが、昨年のサミットでＮＨＫの大河ドラマにぜひ再度と

いうことで、採用していただきたいということが決定され、今年度はＮＨＫに対して要望活動

を行ったということがございまして、これは2020年に開催される東京オリンピックに合わせて、

ぜひＮＨＫで忠臣蔵を大河ドラマで採用していただきたい、放映していただきたいという内容

でございます。これが実現されれば、当然三次市、忠臣蔵、阿久利姫（瑤泉院）の関係、それ

から菅谷半之丞の関係も含めて、大河ドラマでそういった人物が放映され、また三次の紹介も

されるということも期待しておるところでもございます。そういった部分において、このサミ

ットの効果、また期待ができるところがあると考えております。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） テレビで放映されれば、その効果があるであろうということでありますが、

私には、今まで合併して12年でございますけれども、13年目を迎えますが、忠臣蔵サミットの

活動というものが見えておりませんでした。28年間という長い会であったというように思いま

すけれども、やはりもう少し市民の方に見えるような活動が必要ではないだろうかと思うわけ

です。このサミットを三次市のための観光振興に使うという思いはありますか。どうでしょう

か。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 
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○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 忠臣蔵サミット、三次市の観光で活用するということについての

御質問です。 

 このサミットは、先ほども申しておりますが、全国の自治体が集う会議でその自治体が意見

交換をする中で、いろんな事例発表をし、他市のいろんな取組も参考にさせていただく。それ

を本市にも取り入れられる部分は取り入れていくというような部分、今までもあったように思

います。そういったもの等含めて、先ほどの、トータルとして一緒に取り組もうというＮＨＫ

の大河ドラマの採用の要望等も含めて、今後に期待したいと思っておりますが、こういった忠

臣蔵サミットだけでなくほかのサミット、自治体が集まる部分もございますが、そういったイ

ベントや会議等に参加した場合には、観光公式サイト内のブログで、現在も活動報告等を掲載

しております。今後とも市の広報等さまざまな観光の取組を掲載していきまして、市民の皆様

にもさらなる情報発信をしていきたいと考えております。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） まあ余り活動がないなという思いがいたしますけれども、合併前、三和町

では全国三和サミットというものをしておりました。６カ町村でございましたが、サミット宣

言に基づいて活動していたわけでございますけれども、東京、大阪、広島でのイベントや、お

互いの町村での特産品の販売、若者の交流、自治体のふるさと祭りに参加するというようなこ

とをしてまいりました。この際、関係市町村で連絡を取り合って、忠臣蔵サミットの存在とい

うものと三次市の知名度アップということで行動を起こすべきだと私は考えております。28年

の今までの歴史というものがあるわけでございますから、やはりそういう活動をしているんで

すよと、「三次」と書いて「さんつぎ」と読むんですというようなことじゃいけんのだと。

「みよし」と読んでほしいということで、三次という名前もあわせて発信をするということで

活動すべきだと思います。時間も余りありませんので答弁は要りませんけれども、私は観光の

中で、そういうものを生かしていくということが必要ではないだろうかと思います。やめてほ

しいというのではありません。生かしてほしいというふうに思っておるわけでございます。 

 そこで、次の質問に入りますけれども、観光振興をする上で三次を象徴する人物、そういう

ものを押し立てて観光を振興すればというように思いますが、いかがでしょうか。また、その

人物というのはどなたがよいであろうかと思いますか、市の見解はいかに。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 人物にスポットを当てることは、観光振興だけでなく市民の地域

に対する誇りや愛着を育む上で重要であると認識をしておりまして、本市の観光パンフレット
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でも、奥田元宋、阿久利姫や中村憲吉など、三次市にゆかりのある方を紹介しているところで

ございます。観光の象徴として人物を押し立て、三次のまち全体をストーリー性を持って周遊

できる仕組みをつくることということで、三次地区の拠点整備の施設についても、有効な手段

の１つであろうと考えております。 

 本市では、これまで奥田元宋・小由女美術館や中村憲吉記念文芸館などを整備してきました

が、三次にゆかりのある人物に合わせて施設整備を行うということで、人物と施設の魅力が相

まって遡及力が高まり、有効的な発信につながっているということもあります。 

 ただ、人物を押し立てるだけでなく、その背景にある歴史や文化、芸術性などを生かしつつ、

拠点施設もあわせた魅力の向上の取組を進めていくことが大事であろうと考えております。特

に今、こういう人物を新たにということでスポットを当てるということは、現在のところお示

しできるものは持っておりません。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 三次地区拠点施設というものを拠点として、三次町を回遊するという考え

の観光振興というものを打ち立てておられるようでございますし、三次町を丸ごと博物館とい

うような計画もあるようでありますが、私は三次の文化というものは、三次藩浅野家が置かれ

ていたときの文化というものが脈々と受け継がれて発展してきた三次町であろうと思っており

ます。したがって、初代三次藩の藩主、浅野長治公を三次の殿様ということにして、三次のま

ちを浅野家の城下町、城がなかったのなら屋敷町ということにして物語をつくって、三次町一

帯を散策できる観光振興を図ってはというように考えております。三次の中には義士ゆかりの

菅野半之丞という方もいらっしゃいますし、浅野の半之丞踊りもありますし、いろんな浅野の

文化というものがあろうと思いますし、地域の中には浅野会というものもあるわけでございま

して、いろんなものがあろうと思いますので、もののけというだけでなくして、三次の文化と

いうものはもののけも、三次藩ではありません、広島藩になってからだと思いますけれども、

やはり浅野のゆかりのものであろうと思いますので、そこらを中心として観光振興を図ってい

くべきだと私は思うわけでございますが、いかがでございましょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 三次地区の拠点施設につきましては、施設そのもので完結すると

いうものではなく、ここに来ていただくお客様に三次町を周遊していただけるような施設にし

ていきたいというコンセプトを持って、現在内容について検討を進めておるところでございま

す。具体的に浅野長治公の名前をいただきました。当然、先ほどのＮＨＫの大河ドラマのお話

にもかかわってきますが、阿久利姫（瑤泉院）、そういった部分を大河ドラマで使われるとい

うことになれば、三次市としてそこの部分をしっかりＰＲしていくということ、人物にスポッ
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トを当てたものということで大いに活用もできるものと思います。 

 また、三次地区拠点施設につきましては、デザイン的に江戸時代の御館風の建物を考えてお

りまして、当然三次藩の初代藩主、浅野長治公を藩主としてというような、そういった歴史を

しっかり御来場の皆様に御紹介できるといったようなものも大いに検討していくべき内容であ

ろうと思っております。この施設でどういったものを展示していくか。もののけについて、稲

生物怪だけでなく、全国的な資料も収集をというお話をさせてはいただいておりますが、それ

以外にも三次町に関するいろいろな文化、歴史的な資料も含めて、どういうふうに展示を工夫

していくか。お客様にしっかり楽しんでいただけるような魅力の発信をしていきたいというよ

うに、今後しっかり検討していきたいと考えております。 

 （７番 横光春市君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 横光議員。 

            〔７番 横光春市君 登壇〕 

○７番（横光春市君） 私は三次町の屋敷も魅力があると思っておりますのは、本通りというのが

ありまして、また裏通りもあると。タクシーが行きますと、前へつけましょうか、後ろへつけ

ましょうかということがあります。長細いその屋敷というものは、建築物の１つの文化として

魅力を感じるところでございます。空き家を展示にするということもあろうと思いますし、観

光振興を図っていただきたいなと思っております。地域の皆さん方とも一緒になって、三次町

全体の話をして、観光のまちとしていただければもっと魅力が増してくるのではないだろうか

と思っております。これで私の質問を終わらせていただきたいと思います。御清聴ありがとう

ございました。 

○議長（亀井源吉君） 順次質問を許します。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） こんにちは。真正会、杉原利明でございます。 

 私はずっと人づくりというものをやっていくことが三次市にとって一番必要ではないだろう

かなと思っております。 

 本日も大きなテーマとしては、人づくりという部分で、仕組みづくりのできる人づくり、あ

きらめない気持ちを持った人づくり、そして暮らしておって売り手よし、買い手よし、世間よ

しといったような三方よしの意識を持った人づくりといったことを今日は前提に質問させてい

ただきたいと思っております。本日の質問内容は、私が市議会議員１期目より何度となく質問

させてきていただいたこと、提案させていただいてきたことが主となっておりますけれども、

ぜひともいま一度考えをお聞かせいただきたいと思いまして、通告をさせていただきました。

３期目の議員生活が始まる中でまた感じることがございまして、私と例えば教育委員会、手と

手をとってやっていく必要がある、前に進んでいくために手と手をとっていかんにゃあいけん。

三次市と私もやはり手と手をとって前へ進んでいくということが、私は必ず必要だろうという
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ふうに信じております。そのために、互いに歩み寄っていく姿勢も見せていただきながら、前

向きな御答弁をお願いいたしまして、質問に移ってまいります。 

 初めに、みよし教育ビジョンの実現に向けた教育長の考え方を伺ってまいりたいと思います。

きのうの質問の中でもありましたけれども、学力というのは試験等ですぐに結果等も見えてこ

ようと。足りない部分とか教え方というのも見えてこようかと思うんですけれども、その根底

にあるみよし教育ビジョンに掲げている人物像というのを、子供たちを始め市民の皆さんが

「三次『夢人』」になっていただきたいとずっと思って質問も続けているわけでございますけ

れども、そういった大きな夢と高い志を持った子供の育成、そして市民が広がる夢と豊かなつ

ながりを持った三次の主人公となるために、学校教育、社会教育でそれぞれ取り組んでおられ

ると思うわけですけれども、この取組の成果についてはどのように把握されていらっしゃるの

か、伺いたいと思います。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 人づくりということでの観点からお尋ねをいただいているものであろう

かと思います。議員がおっしゃいますように、教育は人づくりであり、まちづくりの基盤であ

ります。子供たちが将来、社会の中で自分の役割を果たして、自分らしい生き方、夢を実現で

きるように、学校教育においてはその基盤となる学力であったり、あるいはその定着、向上に

向けたきめ細やかな教育の充実、小中一貫教育を三次市では進めているところであります。 

 そのような中、取組の成果ということでお尋ねでありますが、例えばいろんな指標での成果

ということができようかと思います。先ほどもおっしゃっていただきましたように、学力をは

かるための成果、学力をはかるためのものもありましょうし、子供たちの意識の成長というこ

ともあろうかと思います。そういう意味では、具体的に学力をどのように、あるいは意識をど

のようにということでいえば、各種学力調査の結果であったり、意識調査であったり、あるい

は児童生徒の姿などから把握しているところでもあります。児童生徒への意識調査というもの

が、また１つ、これも成果をはかっていくものとなろうかと思います。夢があるとか、自分に

はよいところがあるという回答をしてきた生徒児童というのは、この小中一貫教育導入前に比

べてみますと、随分そのポイントも上がってきて、成果が上がっていると私はとらえておりま

す。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 学問というのが、恐らく私と教育長と同じだろうと思うんですけれども、

生涯を生きていくための力というのを義務教育の間に身につけていただきたいと。確かに点数

とかも大事ですけれども、今日は点数のところじゃなくて基本理念に書かれているような、夢

に向かって挑戦し、自立を図るとともに、他者と協力し、進んで住みよい社会の実現に貢献す
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る、心豊かでたくましい人づくりというような、人としての生涯を通して貫いていく意思、志

といったような部分のところを質問していきたいんですけれども、今言ったようなことという

のははかりにくいんだろうと思います。学生中は意識調査をされていると。小学校、中学校等

でされているとおっしゃって、学校教育の取組として、このみよし教育ビジョンを根底として、

教育に取り組まれていると。学習指導要領はもちろん、そのことはやっていかにゃあいけんと

して、三次市としてこういう子供を育てていくんだという中で、やはり中学校を卒業して終わ

ったというようなことではなくて、その後の追跡調査、高校生なり社会人なりといったところ

の結果というのも私は調べる必要があるんじゃないかと思っております。三次で育った子がど

ういうようになっているのか。ビジョンに掲げているような人物になっているかというのをし

っかり把握して、今教えとる学校教育とか社会教育が、その三次で育った子の確かな成長とか

人格形成に役立っておるんだとか、役立っていないんだとかというところを把握していただき

たいと思うんですけれども、お考えはいかがでございましょうか。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 学校教育の取組が中学校を卒業したということで終わったのではなくと

いうことでの追跡調査のお話をいただいたところであります。 

 先ほど申し上げました、例えば子供たちの成長というものを感じられるものの１つとしてぜ

ひ御紹介したいのが、小中一貫教育を行っているのは市内全て12校、中学校区で行っておりま

すけれども、その中の３年生が立志式の決意表明を１つ、こういうものを書いて見せてくれま

した。「僕の将来の夢は農業に携わる仕事をすることです。今までに学んだことは夢の実現に

向けてとてもいい経験でした。さらに高校に行って技術を身につけ、地域に貢献したいと考え

ています。」これは、今高まってきつつある子供の素直な声でもあろうかと思います。したが

いまして、これからも子供たちが将来の夢を実現できるよう、生涯学び続けることができるよ

う、議員もおっしゃっていますように、義務教育９年間の確かな成長をこれから教育委員会は

支えていきたいと考えております。 

 そういう中で、子供の卒業した時点での追跡調査ということでお話をいただきましたが、夢

の実現がかなったかどうかという追跡も、今おっしゃっていただいたんだと思うんですけれど

も、私は例えば小学校から中学校へ行った子供の成長がその後どうなっているかということを、

小中が一生懸命連携しながら行っていくこと、さらに中学校を卒業した子供たちが、自分の進

路の１つとして高等学校へ行く子もおります。あるいは専門学校へ行く子もいようかと思いま

す。そういう中でどのように成長していっているか。うまく学校に行っているかどうか、そう

いったところもあわせて見ていくことが重要であろうかと思います。したがいまして、その後

のところでいえば、例えば高等学校へ進学した子供たちが、自分の夢の実現に向けて、学校で

しっかりと勉学ができているという状況をつかむことも重要でありますし、一方では学校を中

途退学してしまった生徒がいたとしたら、その子の相談にしっかりと乗ってやれる学校であっ
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たり、地域であったり、そういったものも必要な面であろうかと思っております。 

 したがいまして、中学校を卒業したら終わりということは決して私もないと考えております

し、それ以上に、さらに子供たちの夢の実現に応援をしていきたいと。教育委員会もそこへ支

援を続けていきたいと考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 私もこの後聞こうと思っていたんですけど、２分の１成人式とか立志式

をやられていらっしゃって、私はそこで発表された小中一貫教育の９年間の集大成である立志

式で子供たちが語った夢を、その後、その子供たちはどのように成長していっているのかと。

９年間で三次市で学んだこと、人と人とのつながりの中でこういう夢を持ったというところに

対して、その子がどのようになっていったのかというところをしっかり把握していかなければ、

ＰＤＣＡのサイクルの中で改善すべきところが人づくりというところで見えてこないんじゃな

いかと思うわけですけれども、今、教育長は高校行ってちゃんと勉強しよるかとかいうところ

は高校と連携をとっていくというように思われましたけれども、そういった先の部分、高校だ

けじゃなくて、本当に社会の実現に貢献する、心豊かでたくましい、積極的に社会の一員とし

て貢献する志を持った人物になっていっとるんかというところを確かめていく。で、大きな夢

と高い志を持たせることができる教育をより強固なものにしていただけるような改善を、毎年

毎年とか何年か単位でやっていけるような調査、追跡調査というのが必要じゃないかなと思う

んです。各学校の先生方も、この教育ビジョンの理念のもと、皆さん教育をされていらっしゃ

ると思うんですけれども、それが果たして正しいのかどうか。正しいことをやっとるんかどう

かということがなかなか把握しづらいと私は思うんですけれども、もう一回、その先の調査ま

でしっかりとした、三次市が責任を持ってその子を育てていくと、こういった基本理念、自立

と貢献というテーマに沿った子供たちが大人になっていったのかという部分を調査していくと

いうお考えはないか、お伺いいたします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 繰り返しのお答えとなるかもしれませんが、今おっしゃっていただいた

中で、２分の１成人式であったり立志式であったり、これは小学校で行ったり中学校で行った

りしているものでございます。２分の１成人式というのは、学校の中でいえば、小学校の段階

では家庭への感謝とか、またふだん世話になっている方への感謝ということをしっかりと述べ

ることが多いものであります。また、中学校の立志式ということになれば、将来自分がなって

いきたい自分、それをしっかりと語れるものでもあります。ちょうど甲奴町で行われています

２分の１成人式でありますが、これは町を挙げての成人式としてやっていらっしゃいます。こ

れが今年10回目を迎えたものでございますので、ちょうど今年20歳になる方々も迎えられて、
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２分の１成人式の10歳と20歳の方が一緒にそこに登場されてのものでもありました。そうする

と、10歳の子供たちが、実際に20歳を迎えられた方々が今どんな思いを持って何をめざしてい

るかというのをステージ上で語られるのを一生懸命聞いていたのを、私は非常に印象深く思い

ました。また、三次市が行っているこの成人式において、ＤＶＤを各学校の元の担任がつくっ

てプレゼントするという取組も実行委員会で行っていただいております。これを通して、また

当時の先生を話をする、あの当時生徒であった者が、現在成人を迎えて大人になった者が先生

と話をする、出会うというのは非常にすばらしい姿だと思います。そういった意味でいえば、

特にどの子がどこへ行って今何をしている、夢の実現ができたか否か、そこを調査するという

ものではないと私は思っておりますし、自分の夢は自分で切り開き、今日の夢がまた明日は変

わっているかもしれません。ですから、自分がしっかりと自分の思いを持って大人になり、そ

して社会貢献ができる人間となっていったかどうか、それをしっかりとできる人物を育ててい

く。議員もよくおっしゃるその方向を大切にしていきたいと考えているところでございます。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 私も別にそのとき語った夢とか職業についていることを調査してほしい

ということではなくて、最後の部分である、社会貢献するとか誰かのために働くとか、そうい

った部分をしっかりと大人になっても持ち続けた、子供から大人に育っとるんかなというとこ

ろを、生きていく上での根幹となる部分を、しっかり三次市の学校教育で、例えば育んでいけ

とるのかなというところを調べていただきたいということで、何かになりたいけえそれになっ

たかどうかということじゃなくて、それになりたかった理由の部分、こんなことをして人の役

に立ちたかったとかいうところを今も持ち続けて前に進んで頑張っとるんかというようなとこ

ろを調べていただきたいなと思います。またゆっくり教育長とお話しさせていただければと思

います。 

 続いて、みよし教育ビジョンの中の「高い倫理観と豊かな人間性」を持ち、「教育的愛情と

教育に対する使命感」にあふれる「確かな指導力」を身につけた教職員の育成に向けた教育長

ならではの新しい取組についてお伺いいたしたいと思います。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 「高い倫理観と豊かな人間性」を持ち、ということでお尋ねをいただい

ておりますが、「確かな指導力」というのが今回お尋ねいただいた中で大変大切なことであろ

うかと私も考えております。 

 学校教育の直接の担い手というのは、当然ながら教職員でございますし、教職員の教育活動

は子供たちの成長にかかわる大切なものであり、とりわけ人間形成に大きな影響を及ぼすもの

でもございます。このような専門職として、教職員の職責の重要性を踏まえるならば、教職員
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はみずからの資質向上を図るため、常に研修に努めることが必要です。とりわけ国際化や情報

化の進展等変化の激しい今日、教職員には多様で高度な資質、能力が求められているところで

もございます。また、学校においては、各学年の自主性であったり、自立性を確保するととも

に、創意工夫を凝らした特色ある学校づくりを進めるため、校長を始めとする教職員一人一人

が、自由闊達な雰囲気の中でその持てる能力を最大限に発揮し、組織的、一体的に教育活動を

行うことが必要だと考えます。 

 これらを具体的に進めていくということになりますと、本市においては教職員の資質、能力

の向上をめざして課題を踏まえた研修を実施したり、指導主事を中学校区ごとの担任制、これ

を教育委員会のほうではチューター制と呼んでおりますけれども、このチューター制を行う中

で、その状況に応じた指導を継続して行ったりしているところでもございます。また、特色あ

る学校づくり創造事業におきましては、各中学校区の特性を伸ばしたり改善したりしていくよ

う、校長ヒアリングをもとに今年度は特に予算を大胆に配分しているところでもございます。 

 さらに、本市独自のＩＣＴ環境の充実、市費教職員の効果的な活用、教育環境の整備等の効

果的な活用により、さらなる教育水準の向上を進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。高い倫理観、そして教育的愛情、さらには確かな指導力という教職員の育成ということ

では、今申し上げたことが重要になろうかと考えて、日々取り組んでいるところでございます。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） ちなみに教育長にお伺いしたいんですけど、例えば教育長が子供のころ、

学生の時分の教員と、御自身が現役の教員をされておったときと、それからまた今の若い、最

近の教員、倫理観とか豊かな人間性とか、教育的愛情とか教育に対する使命に違いがあるな、

昔と今で違いがあるなというようなことは思われるかどうか。御自身の働いておった経験も踏

まえてお伺いしたいと思います。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 大変申しわけございませんが、個人的なことに関する問い合わせであろ

うかと思いますが、正直申しまして、今教職員が行っている、例えば本市の職員について申し

上げますと、本当に高い倫理観を持ち、そして何事にも一生懸命真面目に取り組んでやってく

れております。これはいつも思いますけれども、例えば生徒指導上の課題があったときに、家

庭訪問をしっかりと繰り返したり、あるいは学校に来ない児童生徒がいたときに、ちゃんと家

にまで行って本人の顔を見る、あるいは保護者と直接話をする。そこまで一生懸命子供たちに

かかわって子供の命を守ろうとしてくれています。また、時間をかける、これも限度はござい

ますけれども、研修もしながら、自己研修を進めてしっかりと子供たちへの指導をやっていこ

うと取組も進めている職員もおります。子供たちのために、授業の改善を図っていっている。
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そういう教員も非常に多くこの市内におります。私が教員をしていたときと比べるというのは

とんでもない話であります。今の教職員というのは、私は非常に頑張ってやっている職員が多

いと考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 教育ビジョンの実現のために、私はビジョンで掲げているような人物を

三次市として育てるための共通認識を、市民や子供たちが持つべきだというようにずっと思っ

ております。三次で育つ子はこんな子なんだ、三次で暮らす人間はこんな人間なんだと、市民

や子供たちの誰もが認識できるような取組が必要ではないでしょうかということをずっと訴え

てきたわけですけれども、教育長のお考えをお伺いしたいと思います。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 三次市の教育ビジョンを受けた教育をさらに徹底して、こんな子供にし

たいと、ああいう大人になっていく子供をめざさせたい、いろいろ思いがあろうかと思います。

こういったものを各学校では学校長が職員とともに学校の教育目標というものに定めてやって

いるところでもあります。これを、三次市としての大きなものをさらに考えたらどうかという

御提案かと思いますけれども、現在私たちが思っているのは、平成24年度に策定いたしました

みよし教育ビジョンにおいて、さらには昨年度策定した三次市教育大綱におきましても、自分

の夢に向かって学ぼうとする子供を理想像としてうたっております。学校現場は、先ほど申し

上げたとおりの理想像実現に向けての日々の取組を行っていると私は考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 市民憲章策定の際にも言っておったんですけど、やはり私は三次市の教

育ビジョンを実現していくために、こんな人物であってほしいとか、これからの三次市づくり

においてこんな気持ちでおってほしいというような、広く市民のみんなが共通して浸透させる

ための宣言文のようなものをつくろうじゃありませんかということをずっと申し上げてきてお

るわけでございます。市民憲章の際も言ったんですけど、つくっても学校とかで毎朝読んだり

とか、職場で毎朝読んだりとか、そういうのをせんと結局浸透せんのんじゃないですかという

ことは、当時も申し上げさせていただいたんですけれども、やはり私は現状このつくった市民

憲章が市民のみんなに浸透している状況ではないと考えております。やはりもっと、毎朝読み

上げられるような、職場でも読み上げられる、学校でも読み上げられるような数カ条の宣言文

というのをぜひともつくって、親子で、そして市民みんなで共通の価値観を持つということが

私は大切なことだというようにずっと思っておるんです。お父さんが、例えば地域に全然顔を
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出さん人だとしたら、大概の子供はそのまま地域に顔を出さん子供になっていっとると。そう

じゃなくて、やっぱり市民でみんなで育てていくという上で、市民みんなが共通してそういっ

た住みよい社会の実現に貢献する子供たちになろうや、人になろうやというような、そういう

共通の価値観を道端等にも設置したりして、暮らしの中で再確認できる環境、学校や職場で再

確認できる環境というのを、三次の子供をオール三次でつくっていこうという気持ちをあらわ

すような宣言文をつくっていただきたい、一緒になってつくろうという思いで言っとるんです

けれども、いかがでございましょうか。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 議員のおっしゃってくださいました市民憲章は、本当に市民憲章には郷

土に対する愛情、誇り、また人と人とのつながりの大切さなど、すばらしい理念が示されてお

りますし、市民にも読みやすいものということで、「守ります 平和なまち 美しい自然」と。

これから始まるすばらしい崇高なものでございます。私も大変すばらしいものだと考えており

ます。 

 現在、宣言文というところでございますけれども、杉原議員の言われるのは、この宣言文と

いうのが市民憲章をもとにしたものかどうか、そこはちょっとよくわかりませんでしたが、今

考えておりますものは、親子の価値観を共有できるという、先ほどおっしゃっていただいた中

で申し上げますと、三次の子育て５カ条というものを家庭内で活用することは理想像に向かっ

て成長していく子供たちには有益なものだと考えております。これは御存じかもしれませんが、

三次市社会教育委員会議の皆さんが、平成26年度、27年度の２年間で、家庭教育のありように

ついて、アンケート調査をそれぞれに行っていただき、またそれに基づいて議論を重ねて、家

庭の教育力向上をめざして、「三次の子育て５カ条」というものをまとめてくださいました。

これを平成27年12月18日に教育委員会に提言をしていただいたものでございます。この５カ条

の内容は、「元気に挨拶」、「楽しい！ おいしい！ わが家の食卓」、また３点目ですが、

「家族で会話」、４点目として「小さいときからお手伝い」、５点目として「大人がお手本 

社会のルール」、そして各家庭で我が家の１カ条をつけ加えてやっていくというものでござい

ます。 

 昨年度これを受け、校長会で周知し、今年度は全ての小中学校、家庭に配付をいたしており

ます。またポスターも作成し、社会教育施設であったり、事業所等に張ってもいただいており

ます。この貴重な提言を、今後も市全体に広報し、議員のおっしゃるように各家庭の教育の充

実に生かしたいと考えているところでございます。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 子育て５カ条も大切なことだと思うんですけれども、今の内容で私はこ
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の三次をこれから支えていく三次「夢人」が育つのかといったら、まだそこじゃないんだろう

と思います。これからの三次を支え、我が国を支えていく人、人物になるための根底に流れる

べきところを宣言文としてつくっていこうということでございますので、またこれも次回へ持

ち越させていただきたいと思います。 

 次に、政策部と三次づくりについて伺ってまいりたいと思いますが、初めに政策部、とりわ

け政策課の担当業務や理念について再確認させていただきます。 

 （副市長 高岡雅樹君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 高岡副市長。 

            〔副市長 高岡雅樹君 登壇〕 

○副市長（高岡雅樹君） 政策部、特に政策課についての御質問でございますが、まず三次市の組

織機構についての基本的な考え方でございますが、これまでの行財政改革大綱や推進計画、も

ちろん現計画もそうでございますが、市民ニーズでありますとか行政課題、政策課題、こうい

ったものに迅速に対応できる組織にするようにということで、継続的に組織機構の見直しを進

めていく、こういったことをお示ししております。 

 こういった基本的な考え方にのっとりまして、政策部は昨年度の機構改革により新設してお

ります。企画調整課とともに、政策的課題への迅速な対応と調整機能の強化を主たる目的に、

新たに政策課を設置したところでございます。行政組織規則には、政策課の所管事務といたし

ましては、市長の特命事項に関すること、こういったことで位置づけております。政策的な案

件について、市長が示す方向性に沿って迅速に取組を進めていくための調査研究でありますと

か企画立案、調整などを中心に、事務事業の主管部署、あるいは関係部署との連携強化を図る

中で、こういったことを取り組んでいるところでございます。また、市長との定例協議として

まちづくりの戦略会議を月２回を基本に行っておりますし、課の配置場所としても市長室に近

いところを配置しているところでございます。 

 具体的な政策課の主な業務としましては、ビジョン策定を始めとした地方創生の推進、新た

な産業用地の候補地に係る適地調査、三次地区拠点施設の整備、とりわけ（仮称）もののけミ

ュージアムの調査、研究、検討、三次版ＤＭＯ設立準備、さらにはＪＲ三江線市民利用促進事

業、こういったものがございますが、事業実施に向けての調査、研究、検討段階では先導的な

役割も果たしていますし、状況に応じて事務推進にかかわるものもございます。言うならば、

政策課については、政策的課題に迅速に対応していくために、組織論でいうところの調整、支

援業務を中心とした、あるいは状況に応じては先導的な役割も果たす場面もございますが、い

わゆるスタッフ的な機能を果たしながら、状況、情勢に応じて直接業務にかかわるライン的な

業務も果たしているところでございます。こういった役割をめざして、政策課は設置したもの

でございます。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 
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○２２番（杉原利明君） 例えば、政策部政策課がさまざまな計画を策定されているというように

思うんです。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」等。職員はもちろん総合計画とかをしっか

りと理解して仕事をされていると思うんですけれども、市民にもこれらの理念についてしっか

り浸透させていってまちづくりをしていく必要があるんだろうと思うんですけれども、市民へ

の浸透度についてどのようにとらえておられるか、お伺いいたします。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 第２次の三次市総合計画、そして先ほど議員も御指摘されましたけれ

ども、三次市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」等々については、多くの市民の皆さんに

参画をいただいて、御意見を聞きながら職員が手づくりで策定をしたものでございます。策定

後については、総合計画については住民自治組織への説明会や出前講座等々をしておりますし、

創生総合戦略と総合計画はもちろんホームページ、広報紙へ掲載もしております。さらには、

総合計画については、公式のフェイスブック等を通じて周知を図ってきたところでございます。 

 これらの各種の計画の浸透度について、具体的に浸透度ということで数値的なものについて

は把握をしておりませんけれども、地域づくり懇談会を始めとする市民との対話の中で、人口

の減少でありますとか、あるいは少子高齢化の進行の中で、地域をどう守っていかなければい

けないのか、そういったための取組が必要であるということについては、多くの方から御発言

もあり、共通の課題として認識をされていると、今感じているところでございます。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 例えば、この前の三次地区拠点整備事業の際に、ある方が瀬﨑副市長に

対して、このプラン見てわくわくしていますかというふうに問われて、瀬﨑市長はわくわくし

ていますというように答えたけれども、その場にいらっしゃるほとんどの方が、98％ぐらいの

方が、わくわく感が全く伝わっていなかったわけですよね。あの場、つい先日ですので覚えて

いらっしゃるんだろうと思いますけれども、三次市は、これに自信を持って業務をやられてい

くのは当然のことだろうと思うんですけれども、このやろうとしていること、行き着く先とか、

そこを市民に、こういう三次市にしていくからこういうことをやっているんだという、わくわ

くした気持ちが伝わらぬままいろいろな事業をやっておっても、市民にとっても乗り切れんと

いうか、そういった部分が私は今あるんだろうと。乗り切れていない。三次市がさまざまやっ

とる中で、政策的にやっとる政策に対して乗り切れていない部分があるんじゃないかというよ

うに思っています。広報に載せたりして、そういう細かいところももちろん大事ですけれども、

わくわくさせていくような、そういう発信、共通の未来をしっかりと思い描けとる行政と三次

市である必要があるんだろうと思いますので、これから、これもまた藤井部長とゆっくり話し

たいと思います。 
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 例えば、ずっと出とる農業の分野では、後継者不足が問題視されとるわけですけれども、じ

ゃあ家族経営の小規模事業所を筆頭に、跡継ぎとなる子供が三次市を離れていることなどによ

って、後継者不足が問題となっている事業所というのも散見されます。至るところで把握でき

る部分もあろうかと思うんですけれども、その中には優良企業であったり、三次のブランド力

を高めるような産品を製造販売されていらっしゃるお店というのもあるわけですけれども、こ

のような実態から、家族に限らず他者への事業承継を行うことのできる仕組みづくりが必要で

あろうかと思いますけれども、いかがでございましょうか。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 事業継承あるいは後継者不足についての課題ということでござい

ます。 

 まず広島県の後継者不在率は74.7％と、全国で３番目に高く、本市でも事業継承は大きな課

題と認識しております。同じ意味ですけれども、承継という言い方をさせていただきます。 

 事業承継につきましては、中国経済産業局から広島商工会議所が委託を受けまして、平成26

年４月に広島県事業引継ぎ支援センターを設置して、平成26年度、平成27年度という２年間で

ございますけれども、現在のところ活動を開始しておりまして、広島県でも広島商工会議所な

どの関係機関を通じて、事業承継の相談を行っています。 

 本市におきましては、昨年度から三次商工会議所、三次広域商工会、国や県の専門機関など

と、それぞれの専門分野から必要に応じた助言や指導が行える融資を含めた仕組みづくりに取

り組んでいるところでございます。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） それは三次市に相談があったケースに限りということでしょうか。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 三次市だけで構成しておりません。商工会議所でありますとか広

域商工会、こちらのほうと今組織づくりの中でほぼ協議が調っておりますけれども、仕組みに

つきましては、初めから完全なもの、フルスペックのものをめざすのではなくて、立ち上げて

以降も工夫を重ねたりしていろいろ、ＰＤＣＡサイクルに似たような感じですけれども、組織

を変えたりしていくようになると思います。そういったところで、この組織の中で市に合った

ものということだけではなく、相談される方によって、企業形態とか業種にもよると思います

けれども、そういったところでどちらを選ばれるかわかりませんけれども、一応組織としてそ

れを受ければ相談に応じるという形にしております。 
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 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 相談に乗る形の前に、三次市としては後継者がいらっしゃらない商店、

小規模事業所というのは把握されているのかどうかお伺いしたいと思います。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） そういった組織を立ち上げ中ということで、まだそういった数は

把握しておりません。そして、把握しようとしたときにも、やはり身内の問題でありますとか、

プライバシー、公にできるものとそうでないものといろいろ複雑にまざってくると思いますの

で、完全に把握し切れるかどうかは、ちょっと不安なところがあります。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 今から、私は把握するように努力すべきだと思うんですけれども、もち

ろんプライバシーのこととかあろうかと思いますけれども、もうこの近辺でも、例えばわかっ

たりするわけですよね。あそこは跡継ぎさん、もう多分帰ってこんのとか。そうしたら、今や

りよっての方が閉じた際は、そのままもう事業所を閉じていくんではないかという危機感とか

いうのがすごくあるわけです。相談に来られる方というのは逆に少ないんだろうと思います。

ある日悩まれて、ある程度の年もいったし、もうやめてしまおうといってぱっと閉じられるケ

ース、もしくは閉じるという情報が流れたときにはもう止められないといったようなケースの

ほうが私は多いんだろうと思うんですけれども、やはり三次市として、未来に活力を残してい

くためにも、ぜひともアンケート調査による把握をすべきじゃないかと思うんですけれども、

もちろん返答率が100％にはならないでしょうけれども、その状況調査というのはしっかりや

っていかないと手が打っていかれないんじゃないかと思いますけれども、相談窓口等を県と一

緒につくったと申しましても、それを生かす、もしくは積極的に生かしていかなければ、将来

の数、10年後、十数年後というのがひどい状況になり得るかもしれないんですけれども、アン

ケート調査をしようという意思はあるかどうか、お伺いいたします。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） これは市の単独でお答えするわけにはいきませんけれども、商工

会議所、商工会といったメンバーの方もいらっしゃいますので、これは検討していきますけれ

ども、今データがない以上、やはりアンケートを行っていきたいと。承継の意向とか課題につ

いて、そういったアンケートを行って意見を集約していきたいと思います。議員もおっしゃい
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ましたように、先ほど私も触れましたけれども、やはり身内の問題、プライバシー、そういっ

た部分があります。事業承継におけるいろんな事情があると思いますので、アンケートの回収

率は余り望めないんじゃないかという気はしております。 

 それともう一つ、何回も繰り返しますけれども、いろんなケース、身内の事情、いろんな事

情が絡んでくる問題でございますから、議員もおっしゃいましたように、継承が難しくなって、

その寸前に相談を受けるとかいうことがあると思います。ある程度リストアップはする必要が

あると思います、アンケートで。しかし、タイミングとしてはどんどんこちらから積極的にい

けるものではなくて、受け身の部分も多少出てくるような感じは受けております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 中には、本当に三次ブランドを確立されておるものであったり、三次を

広島県内、中国地方等へ打っていける、そういった商店、製品開発されているような優良な企

業もあると私は思いますけれども、跡継ぎが、私は御子息に限っていないんです。他者であろ

うとも、そういった三次市にあってぜひとも残っていただかにゃいけんと、全て残っていただ

かにゃいけんと思っていますけれども、そういったものはしっかりとして全面的に仕組みづく

りをやっていかなければ、本当に大変なことになるんじゃないかなと思っていますので、全事

業所へ向けて全て、まずは送ると。電話もかける、足も運ぶというようなことで調査をやって

いただきたいと思います。 

 もう一方、それは後継者の話ですけれども、これからさまざまな地域課題というのが人口減

少の中で出てこようかと、出てきていると思いますけれども、課題解決に向けた仕組みづくり

をできる人材というのが、市役所の職員さんだけでなくてやはり民間の中で育成していくこと

が必要であろうと思っていますけれども、そこら辺の人材育成、仕組みづくりができる、課題

解決に向けた仕組みづくりをする人の育成というのはどのようにお考えでしょうか。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 先ほど議員御指摘の事業承継といった具体的な面だけでなく、農業の

分野にしてもそうでございますし、まちづくり全般についてもそうでございますけれども、市

役所、行政としては、農業分野でいえば、ＪＡと勉強しながらいわゆる育成の事業を開始して

おりますし、あるいは少し具体的に事例を挙げさせていただきますと、本年度、女性応援のワ

ークショップということで、市民の皆さんが集まってワークショップをしていただきましたし、

そこには指導者、ファシリテーターとして外部人材にも入っていただきましたし、続いて女性

のための起業セミナー、さらにはそのフォローの相談会といったような、いろんな分野でそう

いった意味での人材育成を今しているところでございますが、基本的には今住んでいる私たち

がどう考え、どのように取り組んでいくかということが非常に重要だろうと考えております。
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そういった中で、外部の方の視点でありますとか力を取り入れていくということは、やはり必

要になってくるだろうと思っておりますので、先ほど少し御紹介させていただいたワークショ

ップなどの取組であるとか、研修農場などの取組もありますけれども、そういった取組の中で

も外部人材を招きながら、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 例えば、私が所属していた三次青年会議所の活動であるとか地域の活動

とかの中で、リクルートの方を講師に東京から呼んできたりとか、県内の大学の教授とかを講

師として呼ぶことが多々ありました。やはりそういった方、東京の方も現場に入れるチャンス

というのをもらえるというのはうれしくて、喜んで交通費だけとかで普通に来ているんですね。

大学の先生ももちろんそうです。そういった方をもっともっと三次市として有効に活用してい

くべきなんじゃないかと私は思っていまして、ほかにも東京の企業、一流企業等でも、顧客と

直接触れ合う機会というのは、東京におったらこういった地方の顧客と触れ合う機会というの

もすごく少ない中で、本当に喜ばれる。直接話すこと、直接調査ができること。例えば、徳島

の神山とかでサテライトオフィスとかで、別に東京におらんでも働ける方というのは、今田舎

でも働く時代ですよね。三次市も光ファイバーを全域に通しとる中で、やはり神山と変わらず

同じ状況で、市内全域でインターネットを使う仕事であれば、この三次市で働ける状況という

のはあるというように思っています。例えば、午前中は三次市で空き施設を利用して、コワー

キングスペースとして日常の業務に当たっていただいて、午後以降地域に入っていただいて、

地域の資源や魅力や課題等を調査する、探っていただくプログラムを三次市が考えると。三次

市にとってもプラスであり、企業にとってもプラスであり、そして地域で触れ合う人々にとっ

ても刺激を受けて地域も元気になるような、そういったビジネスモデル、サテライトオフィス

も誘致したいと「まち・ひと・しごと創生総合戦略」にも書かれていますけれども、それをや

っていくべきではないかなと思って、何で特にできるかなと思ったら、現在も企業誘致の際に、

大手企業も含めてずっと三次市は回られていらっしゃると思います。大きな企業、優良企業、

そういった誘致の際に一緒に、三次市にはこんなプログラムがあるんでおたくの社員、そして

マーケティング、そして三次市のため、地域のために、お互いにこういうプログラムをつくっ

ていますんで、来て、とりあえずお試しで働いてみませんかと。気に入ってもらったらサテラ

イトオフィスを開いていただければいいわけですし、そういった仕組みづくりをやってはどう

かと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 議員から先ほど徳島県神山町の事例を出していただきました。私も直

接神山に行かせていただいて、地元のＮＰＯの代表者の方、また神山でサテライトオフィスを
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展開されている企業の社長さんからお話を伺いましたけれども、やはり神山の取組もそうです

し、今地方でさまざまなそのような取組が行われていますが、お話を伺っていると、やはり前

段の地道な取組、その上で実際に企業が進出をされる、サテライトオフィスを構えられるとい

ったケースがほとんどのようでございます。 

 したがいまして、もう一つのお話として、具体的にワークショップをやっていくというよう

なことも指摘されましたが、今、三次町で町家再生創造拠点化事業という、本年度から始めた

事業でございますけれども、９月の初めに第１回をさせていただきましたが、これは地元の町

民の方、そして市民の方、そして市外の方、30人程度でございますが、三次町を見ていただき、

あるいは三次市内の地域資源を見ていただき、三次町の空き家で何ができるだろうかみんなで

考えて、考えるだけでなくやってみようということがコンセプトで始めさせていただいており

ます。そういった市民の皆さんと市外の方も含めてつながる場をつくりながら、先ほど議員が

おっしゃっていただいたような、そういう仕組みをつくってまいりたいと考えての初めての事

業でございますので、これから具体的にどうなるかというのは参加をしていただいた方々の力

によるところが多いわけですけれども、そこにも、もちろんファシリテーターとして外部人材

もお願いしながら一緒になってやっていこうと、このような取組を地道に続けてまいりたいと

考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） もちろん地道な取組が私も必要だと思います。神山のケースも、例えば

海士町のケースも日南市のケースも、やはり地道なことと一人の男をくどき落したところから

一遍に広がっていくものというのも私はあると思うんですね。人が人とつながり、人が人を呼

んでくるといった部分もあります。企業誘致も本当に地道にやられた結果、今こうやって花咲

かれとるわけで、そういった行動も恐らく、第４期になられるのか、次なる工業団地になり得

る土地の選定をされるということは、これからも企業誘致活動は続けていかれるんだろうとい

うように私は思っておりますけれども、その際に、一緒に三次市にはこういった働き方もあり

ますと。互いに、先ほども言いましたけれども三方よし、おたくの会社もよし、三次市もよし、

そして三次の地域にも刺激が得られるというような地域よしというような、世間よしというよ

うなところを、簡単につくれるとは思っていませんけれども、商工労働課の方が一緒になって

やっていただいて、サテライトオフィスまでつながるような仕組みをぜひともつくっていただ

きたいというように思います。 

 次に、三次市にはこれまでデータ収集とか分析係の設置というのをずっと何度も求めてまい

りました。昨年度政策課が設置されたときに、私はこのようなことを政策課がやってくれると

いうように期待をしておったのですけれども、そこまでにはまだ至っていないというように私

は思っておるわけですけれども、リーサスやシンクタンク等が発表する全国的な統計データと

いうのは誰でも確認することができますけれども、市民の思いとか感情のところも把握しない
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と、的確な政策実現が私はできないんじゃないかと思っています。目標を実現させるために何

をしなければならないのか。三次市の施策をさまざまな角度から分析する上で、こうなってほ

しいのになかなかならんよなとかというのは、やはり市民の感情、全国的な統計データでは計

り知れないところで、三次市民はこういう感情があるからここがまだ広がっていかないのかと

かいうようなところを詳しく、私は三次市内の市民の方の調査、分析、データ収集というのも

やるべきだろうと思っているわけですけれども、そういった、政策課をデータ収集、分析を徹

底的にやる、専門的にやるというような政策課にしていただきたいと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

 （市長 増田和俊君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 増田市長。 

            〔市長 増田和俊君 登壇〕 

○市長（増田和俊君） 政策を遂行するとともに分析、なおかつ収集していくことの御質問であり

ます。 

 確かに収集、分析というのは、我々にとってはＰＤＣＡと同様に重要であると理解しており

ます。ただ、政策部政策課を新たにつくった思いは、先ほど部長も述べておりますが、やはり

社会が大きく変化していく中で、どういうニーズが、市民の皆さんのニーズがあるか、それに

どうこたえていくか。それはまさに迅速な対応と。企業誘致１つとってみても、待ちの姿勢で

は誘致することはできない。したがって、迅速に対応していくということと、もう一つは戦略

的に、政策的に進めていく。それが今、我々行政に求められておるということで、市長の特命

のみならずでありますが、そういう戦略的な政策を推進するための基本的な考え方を、まずは

政策で打ち出していこうと。それを当然ながら組織力で、組織がありますから、それぞれの担

当部局で具現化していこうと。例えば、新たな三次にとって一番欠けておる、そういう面では

広島空港へのアクセスが欠けておると。ここを何とかしようということの中での基本的な考え

方を打ち出しながら、そして一定の考え方を打ち、また広島県と協議しますと島根県も、一時

は乗ってきたわけでありますが、最終的には両県が一致しないということで、それなら三次市

独自の中で、「まち・ひと・仕事創生総合戦略」事業で打ち出していこうとか、さまざまな新

たな政策を打ち出しておる、そういう役割を政策課に、政策部のほうに持たせておるというこ

とでございます。 

 おっしゃったことは大事なことでありますから、これを私は否定するつもりはありません。

そこらも状況を見ながら、政策課のほうでも一部担当させていくとか、そういうことは否定す

るつもりはありません。また、日ごろの住民の皆さん、市民の皆さんの心をいかに我々が受け

止めていくかというのは、これは他の自治体よりは我々三次市は積極的に展開しておると思っ

ております。それは、19という住民自治組織を立ち上げており、そうした組織からの声も聞き、

なおかつ地域応援隊も出していきながら、95人ほど出していきながら、地域の皆さんの声を聞

いていく。それを、瞬時に対応していくもの、あるいは次年度に対応していくとか、いろいろ

な展開もしておりますし、また我々その19のもとへ、以前とは違って、また県下でもない不特
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定多数の中で、どなたでもいらっしゃいませという形の中で、地域づくり懇談会、いわゆる市

政懇談会も進めておりますし、また年代別、若い人との懇談、あるいは成人式を迎える中で実

行委員会をつくられた皆さんとの懇談、夢未来懇話会というような形の中で進めてきておりま

すから、そうした中で住民の皆さんの声を、気持ちを把握する。あるいは市役所それぞれの組

織の中で市民の皆さんの思いを聞かせてもらう、あるいは議会の皆さんを通して聞かせてもら

う。そういう面では、決して他の自治体におくれておるとは思っておりません。総合力の中で

進めていきたいと思っております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 戦略的、政策的な決定をするときこそ、私はやはりデータ収集とか分析

というのが欠かせないものだろうと思っています。先ほどの三次地区拠点整備事業の際も、あ

れはまさに戦略的、政策的に決定された建物だと思いますけれども、それがあの場にいらっし

ゃった方には全く理解できなかったと。そこに対する魅力を見つけられんかったところをまざ

まざと私は感じたわけでございますけれども、その確固たる自信とか、こう未来につながるも

のなんだというところをぱんと事前に提示しておいて、準備しておいて、その場で納得いただ

く、理解していただくというようなデータ収集とか分析というのがこれからも必要だろうと私

は思いますので、またこちらのほうも続けてお願いしていきたいと思います。 

 市民へのアンケートとかマーケティング調査をやっていっていただきたいんですけれども、

常にできるような仕組みをつくってほしいと思うわけですけれども、メールやＬＩＮＥアプリ

等を活用すれば可能だと思いますけれども、いかがでございましょうか。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 携帯電話でありますとかのメール機能でありますとか、あるいはＬＩ

ＮＥなどを利用したアンケートにつきましては、情報通信技術を活用した比較的安価な方法で

なおかつ早い調査方法の１つであろうかと考えております。しかし、少し注意をしなければい

けない部分もございまして、やはり回答者が偏ったり、あるいはセキュリティーの確保といっ

た問題もありますので、具体的に活用していくということについては、少し慎重な検討が必要

ではないかと考えているところであります。もちろん、アンケート等の重要性というのは十分

認識をしておりますので、今までにも観光客の動向調査などでは、ウエブ調査を導入した事例

もございますし、引き続き検討をさせていただければと思っております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 例えば、三次市は既に防災一斉メールで市民の方のメールアドレスを、



 

－254－ 

登録件数は私は知りませんけれども、多数お預かりされておるんだと思います。それが勝手に

使えないということであれば、新たにメールアドレスを募集するという手もあろうと思います

し、先ほど言いましたとおり、三次市は全域に光ファイバーを通しており、ＩＣＴを活用した、

まさにテレビも双方向の時代、ピオネットにｄボタンを活用できるようにすれば、瞬時にその

ときにタイムリーな意思も把握できると思いますので、御検討いただきたいと思います。 

 次に、三次産品の海外への販路開拓でございますけれども、平成22年３月議会以降、これで

４回目の質問でございますけれども、今、広島県が８月１日、282万人という人口の中で、社

人研の推計でいけば、2025年268万人、５％減、2040年239万人、15％減という減少社会の中で、

やはり需要を海外へ求めていく。総合計画とか農業振興プランの中で、生産を高めていくとい

うけれども、販路も一緒に拡大していかなければ、つくれ、つくれというだけでは無責任では

ないかと思うんですけれども、そこのお考えをお伺いいたします。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 海外販路開拓についての御質問でございます。 

 現時点では海外販路開拓につきましては考えておりません。三次市農業振興プランでは、競

争力のある産地の育成に向けて、振興作物野菜や果樹、花卉、三次市和牛などの生産振興を着

実に促進し、産地化を図っていくこととしております。まずは生産の拡大、産地化により、国

内でのブランド価値の向上を図り、ふるさと納税の返礼品や直販、県内外の市場への出荷など、

国内での販路開拓の強化に取り組んでまいりたいと考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 例えば、ピオーネが今の地位を得られるために20年以上の歳月をかけら

れたということを考えれば、今農業振興プランにアグリパーク構想もありますけれども、三次

のブランドをつくるためには、10年、20年かかることもあろうかと思う。でき上がったとき

2040年ごろ、例えば25年後、広島県内15％、中国地方で見ても19％、141万人の需要となり得

る対象者が減ってくるわけです。その将来のことも見越して、やはり私は考えるべきだろうと

思いますけれども、またこれも質問いたします。毎回傷つくわけですけれども、この三次市に

夢や希望を持っとる人間を、いつも傷つけられておるんですけれども、それで本当に夢を持ち

続け、幸せを実感し続けて、暮らしたいまちの実現につながるのかなということも、ぜひとも

もう一回考えていただきたいなと思います。 

 最後に、Ｗｉ－Ｆｉスポットの設置についてお伺いしたいと思います。無料のＷｉ－Ｆｉス

ポットの設置。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 
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            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 無料の公衆無線ＬＡＮにつきましては、これまで市の施設６カ所

に整備しております。具体的には市役所本館１階ロビー、市立三次中央病院の「花みずき」内、

三次市の福祉保健センター１階ロビー、道の駅ゆめランド布野アイス屋さん、三次まちづくり

センター、そして奥田元宋・小由女美術館の受付でございます。 

 今年度の施政方針においてもお示しをしておりますが、国内外の幅広い観光客をターゲット

として、フリーＷｉ－Ｆｉを整備することとしておりまして、訪日外国人旅行者を始めとする

観光客の受け入れ環境と観光情報の発信を目的に、市所有の観光施設を今後３年間で６カ所整

備する計画です。今年度は市の玄関口である三次市交通観光センターと広島三次ワイナリーを

整備することとしております。まずは市の主要な観光施設について整備をし、そういったもの

の利用状況を分析した上で、広くほかの施設にも広げていきたいと考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） Ｗｉ－Ｆｉなきところに外国人の宿泊なしということです。３年間で６

カ所というのは明らかに少ないんだろうと思います。オリンピックの事前合宿誘致の際も、私

は、外国の方が三次に来られたら市内どこでもＷｉ－Ｆｉが使える環境というのは必要だろう

と思います。市内のホテルとか飲食業者の方も交えて、やはり補助金も今いっぱい出ています

ね。官公庁、そして総務省から100億円近く、平成28年度当初予算からも出ています。そうい

った補助金ももらいながら整備を進めていっていただきたいということをお願いして、今日は

時間がありませんので、12月議会へ持ち越させていただきたいと思います。御清聴ありがとう

ございました。 

○議長（亀井源吉君） 以上で一般質問を終わります。 

 お諮りいたします。 

 明日から10月２日までの18日間、委員会審査等のため本会議を休会したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（亀井源吉君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日から10月２日までの18日間、委員会審査のため本会議を休会することに決定し

ました。 

 この際、御通知いたします。各委員長からお手元に配付の委員会審査日割表のとおり、委員

会を開催する旨申し出がありましたので、御通知いたします。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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            ――散会 午後 ３時２０分―― 
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